
山

封

建

後

期

 

第
一
章
藩
政
の
推
移

1

行 

政

天
文1

七
年
八
月
晦
、
 

北
原
兼
守
の
将
平
良
尾
張
守
、
 

白
坂
助
左
エ
門
の
守
備
す
る
日
当
山
城
が
伊
集
院
忠
朗
の
鋭
鋒
に
陥
ち
、
 

島
津
貴
久
が
新
納
忠 

勝
に
日
当
山
を
与
え
て
公
領
と
な
る
。
島
洋
所
管
の
地
頭
は
、
 

肝
付

弹
正
忠
兼

寛(
1
)
(

天
正
八
年
よ
り)

、
 

酒

匂

左

エ

門(
2
)
(

弘
治
年
間)

、
吉
田
次 

郎
一
Lr.
ハ
エ
康
清(
3
)

、
有

馬

次

右

エ

門(
4
)

、
徳
田
太

17-.
ハ
エ 
(
5
)

、
村
田
藤
lr.
ハ
エ
門
経
固(
6
)

、
吉
田
久
兵
工
清
房(
7
)
(

正
保
年
間)

、種
子
島
為
兵
工 

時

寿
(
8
)
(

明
暦
二
年
よ
り)

、
野
村
オ

右
エ
門
昌
納(
9

二
寛
永
五
年
よ
り.

碇
山
源
右
エ
門
久
包(

10)(

延
宝
七
年
よ
り)

、
川

上

左

京

久

辰(

11) 

(

延
宝
八
年
よ
り)

、
新
納
市
右
エ
門
久
紀(

12)(

貞

享

五

年

よ

り.

相

良

源

蔵

聡

香(

13)
(

延
宝
二
年)

、
山
口
四
郎
兵
工 
(

14)(

享
保
十
一
年
よ
り) 

享
保
よ
り
元
治
ま
で
不
明
、
元
治
元
年
よ
り
国
分•

消

水•

日
当
山
兼
職
と
な
る
。
菱
刈
生
之
介
、
 

新
納
刑
部
、
奈
良
原
幸
五
郎
、
築
瀬
善
左
エ
門
、
 

石 

神
万
兵
工
、
上
原
孫
左
エ
門
で
廃
止
に
な
っ
て
い
る
。
清
水
郷
歴
代
地
頭
は
山
田
越
前
守
有
信(
1
)

、
税

所

越

前

入

道(
2
)

、
鎌

田

玄

蕃

政

朝(
3
)

、
 

鎌

田

左

京

政

徳(
4
)

、
鎌
田
源
左
エ
門
政
有(
5
)

、
五

代

勝

左

エ

門(
6
)

、
鎌

田

源

左

エ

門(
7
)

、
島

津

安

芸

久

雄(
8
)

、
桂
又
十
郎
忠
能(
9
)

、
 

樺

山

権

左

エ

門(

10)

、
伊

集

院

半

兵

工(

11.

山

田

民

部

有

隆(

12)

、
山
田
新
助
有
従(

13)(

元

禄

四

年

よ

り.

新
納
主
税(

14)(

元

禄

十

年

よ

り. 

名

越

浅

右

エ

門(

15)(

宝
永
五
年
よ
り)

、
鎌
田
十
左
エ
門
政
常(

16)(

宝

永

七

年

よ

り.

高
橋
七

郎

右

エ

門(

17)
(

正
徳
二
年
よ
り)

、
島
津
権
左
エ
門 

(

18)

、
義

岡

左

京(

19)(

寛
保
四
年
よ
り)

、
児

玉

小

六

実

延(

20)(

宝
暦
九
年
よ
り)

、
中
馬
源
兵
」
(

21)(

宝
暦
九
年
よ
り
？)

、
山

岡

斉

宥(

22) 

(

宝
暦
十
一
年
よ
り)

、
小

笠

郷

左

エ

門(

23)
(

明
和
七
年
よ
り)

、
梅

田

九

左

エ

門(

24)(

寛
政
三
年
よ
り)

、
桂

太

郎

兵

工(

25)(

文
化
二
年
よ
り)

、
 

有

馬

礼
(

26)(

文

政

三
年

よ
り.

土

岐

平

太

夫(

27)

、
二
階
堂
前(

28)
(

天

保

五

年

よ

り.

猿
渡
彦
左
エ
門(

29)

、
小
松
相
馬(

30)
(
嘉
永
六
年
よ
り)

、
 

島

津

帯

刀(

31)(

安
政
三
年
よ
り)

、
 

大

久

保

一

蔵(

32)(

文
久
四
年
よ
り)

菱

刈

七

之

助

隆

徴(

33)
(

元
治
元
年
よ
り)

、
新
納
刑
部(

34)
(

慶
応
四
年 

よ
り)

、
奈

良

原

幸

五

郎(

35)
(

明
治
元
年
よ
り)

、
 

築

潮

善

左

エ

門(

36)
(

明
治
元
年
十
月
よ
り)

で
あ
る
。
襲
山
郷
は
本
田
中
務
少
輔
為
親
、
 

小
島
参 

河
守
辰
綱
、
財
部
筑
前
守
平
守
住
、
三
原
遠
江
守
重
秋
、
 

村
田
亀
丸
、
 

上
原
長
門
守
尚
継
、
税
所
越
前
守
入
道
、
本
田
与
左
エ
門
公
親
、
税
所
次
郎
右
ェ 

門
篤
貞
、
 

町
田
右
京
忠
堯
、
土
持
権
之
助
、
桂
盛
任
之
助
忠
保
、
新
納
縫
殿
助
久
宗
、
 

別
府
式
部
左
エ
門
忠
長
、
市
来
次
郎
左
エ
門
、
 

堀
四
郎
左
エ
門
、
 

相
良
権
太
夫
長
規
、
本
田
親
助
、
 

北
門
権
八
、
 

種f

島
宇
左
エ
門
、
 

町
田
源
左
エ
門
、
 

佐
久
間
九
十
九
、
児
玉
祝
人
、
 

北
門
作
左
エ
門
、
 

伊
勢
新
五
郎
、
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本
田
休
兵
エ
門
、
清
水
源
左
エ
門
、
 

種
子
島
次
右
エ
門
、
竪
山
武
兵
工
、
松
元
百
集
喜
、

こ
の
後
不 

明
で
、
菱
刈
圭
之
助
と
な
る
。

地
頭
は
最
初
居
地
頭
で
あ
っ
た
も
の
が
、
寛
永
の
頃
か
ら
城
下
居
住
と
な
り
、
家
老
以
下
重
役
の 

兼
帯
、
無
役
で
も
家
格
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
所
替
も
頻
繁
で
あ
っ
た
。
徳
田
太
兵
工
の
物
語(

日
当 

山
侏
儒)

、
大
久
保
利
通
の
九
か
月
任
期
、

33
代
以
降
の
国
分•

清

水
•

日
当
山
三
か
郷
兼
務
、
名 

越

浅

右

エ

門

の

「
但
し
此
の
代
ま
で
初
め
て
手
入
こ
れ
あ
り
」
と
あ
る
の
は
、
地
頭
就
任
の
監
察
で 

あ
ろ
う
。

地
頭
屋
形
か
ら
郷
内
諸
般
の
政
令
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
屋
形
は
頗
る
貧
相
な
建
物
に 

す
ぎ
な
か
っ
た
。

郷
士
年
寄
は
地
頭
の
直
属
と
し
て
横
目
、
組
頭
と
三
役
を
形
成
し
、
郷
行
政
の
最
高
責
任
者
で
あ 

る
。

郷
士
年
寄
は
初
め
曖
と
い
い
、

の
ち
郷
士
年
寄
と
よ
ん
で
い
る
。
清
水
村
史
に
は
十
代
の
地
頭 

の

時

代

ま

でr

所
頼
の
人
」
と
よ
ん
で
い
る
。
曖
と
郷
士
年
寄
は
時
代
に
よ
り
転
々
と
し
て
呼
称
し 

て
い
る
。
国
分
郷
で
は
曖
役
三
組
と
し
、

一
組
四
人
編
成
で
あ
る
。

四
人
で
一
年
あ
て
勤
務
す
る
の 

で
、
月
当
番
一
人
を
充
て
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
地
頭
所
御
給
に
つ
い
て
は
御
祝
儀
と
し
て
郷
士 

年
寄
両
人
、
組
頭
両
人
、
横
目
一
人
、
地
頭
横
目
両
人
、
郡
見
回
一
人
、
庄
屋
一
人
参
上
…
…
」(

清 

水
村
史)

と
あ
る
。
「島
津
重
豪
国
分
仮
屋
御
止
宿
の
時
浜
之
市
ま
で
御
供
相
務
め
、
彼
地
よ
り
御
船 

…
、
そ
の
御
供
と
し
て
清
水
士
六
十
人
、
組
頭
、
横
目
、
地
頭
横
目
、
菅
笠
、
羽
織
、
袴
。」
と
あ
る
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止
上
文
書
に
止
上
社
修
理
の
嘆
願
に
対
し
、
寺
社
奉
行
よ
り
曖
衆
に
建
物
の
坪
数
を
減
じ
て
修
理
す
べ
き
旨
回
答
し
て
い
る
。

寺
社
奉
行
か
ら
地
頭
職 

地
頭
職
よ
り
社
家
頭
取
に
と
文
書
が
発
せ
ら
れ
る
。
曖
拝
命
の
時
、
麻
袴
で
刻
限
を
指
定
さ
れ
、
鹿
児
島
地
頭
屋
形
へ
出
頭
任
命
を
受
け
、
礼
物
を
持
参 

し
、
重
役
以
下
挨
拶
言
上
の
慣
習
が
あ
っ
た
。

郷
士
年
寄
の
見
習
格
、
郷
士
年
寄
の
下
に
郡
見
廻
、
組
頭(

数
人)

、
横

目
(

数
人)

で
構
成
す
る
が
、
 

そ 

の
選
任
は
門
閥
に
よ
っ
た
。
藩

の

下

に

郷(

郷
上
年
寄)

、
村
(

庄
屋)

、
方

限
(

名
主)

、
門
(

名
頭)

、
家

部
(

名
子)

が
直
属
し
た
。
「
兀
家
部
」(

か 

ぶ)

r

移
り
家
部
」
、
「
入
り
家
部
」
と
呼
び
、
名
頭
は
長
男
筋
、
名
子
は
次
男
筋
、
次
弟
が
其
の
門
の
名
广
に
な
る
。
家
部
を
構
成
す
る
用
夫(

い
ぶ)

、
 

用
女
、
子
が
あ
り
、
用
夫
は
15
歳
か
ら

60
歳
ま
で
の
貢
租
負
担
者
を
い
う
。

こ
の
門
割
制
度
は
外
城
制
度
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
即
ち
名
頭
は
各
門
の



主
長
で
、
名
子
は
各
戸
の
家
長
で
あ
る
。
農
民
に
独
立
の
人
権
を
与
え
ず
、
直
属
関
係
を
一
本
化
し
、
 

収
奪
と
土
地
の
均
等
配
分
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
 

門
は
元
来
血
族
、
姻
族
で
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
 

後
に
は
そ
れ
以
外
の
者
も
存
在
し
た
。

日
当
山
で
は
嘉
例
川(

27)

、
東

郷
(

33)

、
西

光

寺(

17)

、
飛 

地

の

朝

日(

12)

の
門
が
あ
る
。

二
十
石
以
上
を
門
と
い
い
、
以
下
を
屋
敷
と
い
う
。
小

田

で

は

門(

50)

、
浮
免(
3
)

と
な
っ
て
い
る
。
浮

免
(

う
き 

め
ん)

は
門
地
よ
り
浮
び
で
た
古
田
畑
で
、
郷
土
の
自
作
自
収
す
る
給
地(
・
給
養
源)

で
あ
り
、
抱

地
(

か
け
ち)

が
藩
主
の
許
可
を
え
て
、
自
費
で
開 

墾
し
た
新
農
地
で
あ
る
の
と
対
象
的
で
あ
る
。
門
地
は
郷
土
に
納
め
る
「
給
地
」
と

「
蔵
入
地
」

の
二
本
立
て
で
、
「
重
富
館
へ
御
蔵
入
」
と
あ
る
。(

国 

分
諸
古
記)

農

地

の

一

つ

に

「
大
山
野
」
(

う
さ
ん
に
や)

が
あ
る
。
原
野
で
あ
る
が
仕
開
け
、
植
林
を
く
り
か
え
し
、
入
会
地
と
し
て
の
便
宜
を
与
え

た
。
姫
城
山
野
も
そ
の
名
残
で
あ
る
。
霧
島
の
桂
内
で
は
最
近
ま
で
「
部
一
山
」

の
慣
行
が
あ
っ
た
。
 

伐
採
後
の
配
分
は
仕
立
人
一
、
領
主
二
の
割
合
を
踏
襲
し
て
い
た
。

え
び
す
、
大
黒
天
を
祭
る
浜
之 

市
納
屋
は
浦
浜
で
あ
る
。
浦
役
、
弁

指
(

べ
ん
ざ
し)

部

当
(

べ
っ
と
う)

の
役
人
を
置
き
支
配
し 

た
。
浦
で
は
水
主
役
と
し
て
藩
船
の
乗
組
、
浦
々
の
逓
送
な
ど
の
水
上
に
お
け
る
賦
役
で
あ
る
。
小 

村

浦

町

で

「
浦
浮
免
四
百
八
十
三
石
余
が
、
享
保
年
間
、
願
い
に
よ
り
夫
役
米
二
升
に
改
定
さ
れ
て 

い
る
。
清
水
郷
地
頭
仮
屋
絵
図
に
よ
れ
ば
塩
硝(

火
薬)

小
屋
、
大
砲
小
屋
、
籾
倉
、
門
が
瓦
葺
で
、
 

定
番
所
、
馬
屋
、
玄
関
、
本
宅
、
雪
隠
は
茅
葺
で
、
中
門
で
定
番
詰
所
と
仮
屋
と
を
区
切
っ
て
い
る
。
 

築
山
の
庭
が
あ
る
だ
け
で
邸
宅
と
は
い
い
が
た
い
建
造
物
で
あ
り
、
大
工
主
頭
以
下
四
名
、
木
挽
二 

名
で
一
か
年
を
つ
い
や
し
、
「
天
保
二
年
夏
完
工
」
の
棟
札
が
あ
る
。
地
頭
仮
屋
を
中
心
に
郷
土
達
の 

麓
、
そ

の

周

辺

に

在(

農
民)

が
あ
り
、
野
町
が
あ
る
。

正
徳
元
年
十
月
に
岡
野
か
ら
野
町
に
改
称 

し' 

野
町
は
部
当(

町
役)

、
年
行
司
、
小
部
当
が
支
配
し
た
。
国
分
の
本
町
と
唐
人
町
が
そ
れ
に
あ 

た
り
、
国

分

諸

古

記

の

「
元
禄
十
一
年
村
里
改
め
」

で
総
人
数
六
百
十
四
人
、
内
名
頭
百
二
十
二
人
。
 

唐
人
町
は
四
百
六
十
九
人
と
九
十
七
人
で
あ
る
。
国
分
正
八
幡
の
辻
ノ
角
保
食
神
社
よ
り
南
東
区
を 

窪
町
と
い
う
。r

国
分
野
町
用
夫
四
百
十
七
人
」
と
あ
り
、
諸
古
記
に
「
本
町
竪
馬
場
末
に
高
麗
町
…
」
 

島
津
義
久
の
寵
愛
を
う
け
た
政
商
林
氏
が
支
配
し
て
い
る
。
初
代
国
分
地
頭
喜
入
大
炊
入
道
紹
嘉
と 

の
親
交
も
あ
っ
た
。
慶
長
十
七
年
春
、
国
分
外
城
と
な
り
、
地
頭
と
し
て
国
分
附
家
老
喜
入
紹
嘉
が

池之大王神社（隼人町朝日西、池宇都）
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慶

長

十

六

年(

一
六
一
一)

に
就
任
し
て
い
る
。
あ
と
喜
入
吉
兵
エ
久
洪
、
喜
入 

久
右
エ
門
、
 

島
津
又
六
、
 

島
津
権
七
、
 

島
津
図
書
、
肝
付
主
殿
、
名
越
右
膳
、
 

神 

山
主
計
、
島
津
仲
、
山
岡
斉
宮
と
家
老•

大
目
付

家
老•

若
年
寄
級
が
地
頭
職
に 

つ
い
て
い
る
。
寛

文

七

年(

一
六
六
七)

二
月
、
 

国
分
曖
衆
か
ら
老
中
衆
へ
御
伺 

い

と

し
て

「
先
の
地
頭
の
時
代
、
曖
衆
十
二
人
に
て
四
人
替
合
で
一
年
宛
務
め
て 

い
る
が
、
今
後
も
替
合
を
し
て
良
い
か
」
と
の
上
申
に
対
し
て
、
「
何
処
の
地
頭
所 

も
曆
合
は
認
め
て
い
な
い
」
と
回
答
し
、
曖
の
野
村
源
右
エ
門
が
城
中
御
吟
味
衆 

野
村
弥•
九
左
エ
門
か
ら
、
島
津
図
書
老
の
御
指
図
と
し
て
、r

国
分
曖
役
十
二
人
に 

て
相
勤
め
候
へ
共
、
此
節
よ
り
四
人
定
役
に
仰
せ
付
ら
れ
…
」(

国
分
諸
古
記)

と 

あ
る
。
地
頭
宮
入
紹
森
は
在
任
二
十
年
余
私
宅
を
以
て
地
頭
所
と
し
て
い
た
よ
う

で 

絵

図

にr

当
分
地
頭
所
」
と
あ
り
、
舞
鶴
城
西
側
で
あ
る
。
義
久
の
長
女
於
平
様
、
三

女

亀

寿

様(

お
上
様)

と
の
関
係
で
役
宅
と
兼
用
し
た
も
の 

ら
し
い
。

お

上

様(

島
津
家
久
夫
人)

逝
去
の
銀
年
寛
永
八
年(

一
六
三
一)

島

津

家

久(

ト
比
代)

が
莒
入
紹
嘉
宅
で
、
 

紅
葉
と
題
し
て
歌
会
を
催
し 

て
い
る
。

日
当
山
地
頭
館
は
東
林
寺
の
鶴
丸
謙
治
宅
か
ら
IH
日
当
山
小
学
校
射
場
山
ド
に
移
転
し
て
い
る
。
農
民
取
締
り
と
し
て
各
大
字
毎
に
「
庄
屋
所
」
 

を
置
き
、
東
郷
は
中
須
の
新
原
英H

W
、

西
光
学
は
湯
田
の
荒
瀬
浩
セ
、

W-
例
川
は
中
福
rl
の
111
山
下
勝
宅
、
朝
日
は
園
畑
道
徳
宅
附
近
に
あ
っ
た
。
庄 

屋

は

「
庄
屋
浮
免
」
と
し
て
検
地
門
割
の
際
、
庄
屋
持
分
と
し
て
一
定
の
農
地
を
割
き
、
配
当
目
作
せ
し
め
る
「身
分
給
」
と
、
そ
の
役
職
に
対
す
る
報 

酬
と
し
て
、
検
地
の
際
門
割
よ
り
割
除
き
、
庄
屋
に
給
し
出
収
せ
し
む
る
「
動
務
給
」
と
が
あ
っ
た
。
庄
屋
の
下
に
名
主
あ
り
、
各
門
の
長
で
あ
るc

名 

主
の
下
に
名r

が
あ
る
，

地
頭
に
向
属
す
る
郷
上
年
寄
、
組
頭
、
横
目
、
郡
見
廻
、
善
役
、

l±
屋
、
竹
木
見
廻
等
が
あ
り
、
定
役
と
呼
び
、
月
三
回
程
度
地
頭
役
所
に
出
動
、
政 

務
を
処
理
饶
議
し
た
。

日
当
山
で
は
年
寄
曖
役
は
最
勝
ホ
、
ケ
川
、
松
元
、
園
田
、
鶴
丸
、
児L

が
世
襲
し
た
。
延

宝

元

年(

一
六
七
三)

以

前

はr

所 

頼
之
人
」
、
そ

の

の

ち

「
曖
」
、
寛

政

二

年(

一
し
九
〇)

よ

り

「
郷
上
年
寄
」
、
元
治
元
年
二
八
六
四)

よ

り

「
曖
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
組
頭
は
家 

中
一
般
の
取
締
り
、r

弟
の
教
行
、1
•
久
の
振
興
を
任
と
し
た
、
横
口
は
地
頭
横
リ
、
表
横"

、
本
横
目
あ
り
、
 

地
頭
横
口
は
警
察•

人■K

権

を

司

り• 

地
頭
出
座
の
際
の
警
護
、
本
横
目
は
格•

漆
の
取
締
り
、
人
下
問
題
、
ほ
か
に
経
済
在
察(

物

価
•

焼

酎
•

醬

油•

種
子
油
な
ど)

業
務
も
扭
当
し
た
。
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郡
見
廻
は
土
地
勧
業
、
 

年
貢
関
係
、
 

公
文
書
の
発
送
な
ど
に
当
り
、
書
役
は
諸
般
の
文
書
を
書
記
し
た
。
庄

屋

はr

肝
煎
」
と
も
呼
ば
れ
郷
土
か
ら
任
命 

さ
れ
、
 

上
意
ド
達
、
下
意
上
申
の
パ
イ
プ
役
で
あ
る
。
農

耕•

貢

租•

夫

役•

祭
礼
な
ど
諸
般
の
指
揮
監
督
に
当
る
。
最
初
は
百
姓
役
で
あ
っ
た
。
触
役 

は
百
姓
の
小
触
役
に
諸
般
の
事
項
を
触
れ
渡
す
役
で
あ
る
。
竹
木
見
廻
は
山
林
の
業
務
を
司
り
、
 

こ
れ
ら
定
役
の
ほ
か
に
楮
掛
も
あ
っ
た
。
郡
見
廻
の
な 

か

に

睡•

楮
•

竹

木•

用

水•

山

方•

御

蘭
•

薬
草
園
の
諸
掛
が
あ
っ
た
。

庄
屋
の
任
期
は
八
年
で
あ
る
が
、
 

例
外
と
し
て
十
三
年
、
 

五
年
の
任
期
も
あ 

る
。
家
中
士
は
中
西
光
寺
聚
落
か
ら
発
し
、
 

高
畑
に
お
り
、
温
泉
湧
出
の
東
林
寺
に
進
出
し
た
も
の
で
、

い
ず
れ
も
天
降
川
の
洪
水
時
の
遊
水
地
区
を
避 

け
て
高
台
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
勿
論
士
族
総
石
高
五
百
石
か
ら
四
百
石
を
前
後
し
、
士
族
戸
数
百
三
十
戸
を
前
後
し
て
い
る
。

な
か 

に

は

二

か

所

土

」
と
よ
ば
れ
る
二
石
以
下
の
七
、
「
無
屋
敷
土
」
と
よ
ぶ
無
高
の
土
も
あ
っ
た
。

二

石

以

上

を

「
高
持
土
」
と
い
う
が 

郷
土
年
寄
の
最 

勝
寺
家
が
最
高
で
五
十
石
で
あ
る
。

明
治
維
新
当
時
、
鹿
児
島
神
宮
四
社
家
総
禄
高
四
百
二
ト
五
石(

最
高
は
執
印
留
守
家
の
百
七
十
石
、
最
低
は
、
別

当
最
勝
寺
家
の
二
十
五
石)

で
あ
る"

足

軽
(

中
間)

は
番
衛
を
主
務
と
し
、
家
中
上
と
同
じ
く
高 

持
中
間
、
一
か
所
中
間
、
無
屋
敷
中
間
の
区
別
が
あ
っ
た
。
次
に
穢
多♦

非
人
は
最
下
級
に
位
置
づ
け
ら 

れ
た
賤
民
で
、
穢
多
は
皮
軍
業
、
罪
人
の
逮
捕
、
処
刑
な
ど
に
従
事
さ
せ
ら
れ
、
非
人
は
こ
じ
き
、
罪
人 

の
引
回
し
、
死
人
の
片
付
け
に
あ
た
る
等
、
一
般
良
民
と
は
区
別
さ
れ
た
が
、
良
民
に
復
権
で
き
る
道
が 

あ
り
、
そ
の
点
身
分
的
に
は
穢
多
よ
り
上
位
に
お
か
れ
て
い
た
。
要
夫
は
各
家
部
の
一
員
で
、
家
部
の 

家
長
を
名
子
と
よ
ぶ
。
家
長
た
る
べ
き
嫡
男
が
十
五
歳
に
達
し
た
も
の
を
新
名
子
と
よ
ぶ
。
六
十
歳
に 

な
り
要
夫
外
れ
と
な
っ
た
名
子
を
先
名
子
と
よ
ぶ
。
名
頭
の
家
に
後
継
者
が
な
い
と
き
は
門
内
の
名
子 

に
名
頭
家
部
の
後
継
を
命
ず
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
に
は
新
名
頭
は
旧
名
頭
の
家
部
に
対
し 

若
干
の
謝
礼
を
提
供
す
る
風
習
が
あ
り
、
名
頭
に
対
し
て
は
名
子
に
対
す
る
よ
り
も
広
い
面
積
の
土 

地
を
割
り
付
け
、
 

名
頭
は
こ
れ
を
自
作
し
て
、
余
り
あ
る
と
き
は
門
内
の
名
子
に
小
作
さ
せ
る
特
典 

が
あ
り
、
名
頭
に
し
て
六
十
歳
に
達
し
た
も
の
は
別
に
隠
居
料
と
し
て
、

一
定
の
土
地
を
割
賦
し
、
 

一
門
全
体
の
合
力
を
以
て
耕
作
し
、
そ
の
土
地
に
係
わ
る
年
貢
諸
役
は
一
切
門
中
で
、

こ
れ
を
弁
務 

す
る
優
遇
法
も
あ
っ
た
。(

旧
鹿
児
島
藩
ノ
門
割
制
度)

鹿
児
島
大
学
原
口
虎
雄
教
授
の
指
摘
さ
れ
る 

よ
う
に
、r

ど
こ
も
似
た
よ
う
な
貧
乏
暮
し
の
百
姓
ば
か
り-
、
武
士
に
し
て
も
上
級
士
を
除
い
て
自

姫木城内菅原神社（姫城天神）
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給
自
足
、
「商
人
は
日
々
の
米
薪
の
代
を
得
ば
仕
合
せ
と
思
う
」
程
度
の
町
家
で
あ
る
。
一
年
に
国
分
の
上
小
川
で
二
回
、向
花
で
三
回
、真
孝
で
一
回
、小
村
で
三
回
、
 

正
八
幡
で
一
回
だ
け
市
が
立
つ
。

日
当
山
に
は
野
町
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
国
分
の
浦
町
は
浜
之
市
、
 

小
村
、
 

永
浜
の
三
か
所
で
あ
る
。
(

薩
藩
町
方
の 

研
究
、
 

原
口
虎
雄
著)

宝

暦

六

年(

一
七
五
六)

三
月
二
一
日
佳
例
川
村
御
検
地
名
寄
帳
を
一
覧
表
に
し
て
掲
出
す
る
。

総

計

-

永

作

浮

免_

庄 

屋 

浮 

免

徳

丸

門

-

福
永
屋
敷
一

横

井

門

米

丸

門

米

沢

門

上 

福 

元 

門

富

田

門

別

地

門

-

有
村
屋
敷

-

有
島
屋
敷

福

元

門

堂

脇

門

前

田

門

n

〇 1 1 5
四 四 九 A 六 A 七 六 〇 六 II

二人 男

へ 1 1
四 一 氏 四 三 Ji 九 九 三 四 三 六 七人

女

1 1 二 二 二 二 〇 一 二 八 四 — 二 — 六疋
馬

州

九

五

〇
八

三

兀

七

三

〇

〇

〇

A

四
曲

ヒ ハ A

A

〇

〇

〇

町
七

七

二セ

田

四

日

O

/L

面

0

8

四

〇 
に

ニ

〇

〇

A

O

四

七

X

四

四

九

七

K

〇 

四

號

六

四

五

〇

九

七

〇

コ町

四
• 反
き七

畠

•/し

ン；

| 五

〇 〇

〇

〇

A 〇

〇 
ル

四

二

四

四

2 Q

九

A 四

三

し

〇

三町

九反

二 セ

屋

嫩

八

八

し

IL

〇

〇

〇

し

〇

儿

/I.

〇

し

〇

/I.

九

〇

四

し

h.

o

〇

"
A

儿

Q

四 
九

四

〇

儿

〇

「、

ti

ニ

〇

〇

IL 
A

し

四

ニ：イi

丁 -I- 
九
• 升
四

枚

叫 

元

人

〇

〇

〇

四

A 

〇 

九 

A

A

四

し

〇

匚 

〇

し

/L

ぶ

〇

し

C
四

儿

四

儿

〇

A

A

四 〇

八

注

〇

〇

PM

〇

C

女

二イi

ニt 
几
• 升

: 台

大

八

儿

丿し

1

四

〇

〇

四

L

〇

四

四 四

1<

A

四

し

儿 し

〇

〇

〇

〇

〇

〇

IL

〇 A

四

■1- 
1升 

四合

〇

1.
木

靱

X

L

八

九

/し

九

Q 

九

〇

し

四

〇

〇

〇

七

し

丘

A

〇

四

A

七

A

向

L

〇

河 

四

四 

九

三

A

三

四

儿

マ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇

0 

A 

四

九 

九

A

E

四

七

を 

七 

九

四 

七 

〇

二 
L 
:.イi 
?+ 

?升 

::合 

'•、勺 

〇

高

え
1

〇
人

〇 5
ハ
儿

/、
c

/1.
〇 〇 〇 〇

3
〇匆

茶

ハ

九 ー 二 ハ
—

〇 L 〇 一 一 四 — 四本
桑

〇 〇 九 — ー 一 〇 ー 〇 一 ー 一： 本
柿

〇 〇 三 6 四 〇 〇 〇 〇 〇 〇 0 朱

小 
博 
竹

/i. 
儿 1 〇 - 〇 〇 〇 〇 六 〇 IL 束

米 
竹

八 一 一 ー二 〇 ー 〇 -- 〇 〇 6 。 〇小 権

租
税
の
賦
課
法
は
、
 

田
畑
の
肥
瘦
に
応
じ
て
、
 

上
、
中
、
下
、
 

下
下
四
等
級
に
査
定
し
、
 

一
段
毎
の
収
穫
高
を
定
め
、
 

其
の
高
に
準
じ
て
租
額
を
決
定 

し
た
。
そ
し
て
定
免•

見
取
の
二
法
を
以
て
、
 

租
税
を
徴
集
し
た
。
定
免
と
は
数
年
収
穫
を
平
均
し
て
、
 

そ
の
額
を
定
む
る
法
、
 

見
取
と
は
毎
秋
の
収
穫 

を
検
見
し
、
豊
凶
に
よ
っ
て
差
等
を
な
す
ニ
法
と
が
あ
っ
た
。
故
に
前
者
は
そ
の
土
地
耕
作
の
安
全
に
し
て
確
実
な
る
所
に
、
定
免
を
適
用
し
、
 

後
者
は 

河
岸
、
山
麓
、
原
野
の
開
墾
地
等
、
 

定
免
の
租
を
課
し
難
き
も
の
に
限
り
て
こ
れ
を
適
用
し
た
。
但
し
定
免
地
と
い
え
ど
も
、
 

風
水
害
、
旱
害
等
の
大
損 

あ
る
時
は
見
取
の
法
に
よ
り
、
毛
見
の
上
、
そ
の
幾
分
か
を
減
除
し
て
い
た
。
見
取
法
に
よ
り
其
の
収
量
を
定
め
る
に
は
、
毎
秋
収
穫
前
に
係
役
人
が
実 

地
検
分
の
上
、

こ
れ
を
評
定
し
て
、
其
年
の
租
額
を
決
定
し
た
。
今
江
戸
時
代
の
一
般
的
な
一
段
毎
の
穫
米
と
そ
の
租
額
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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上

田

穫

米
 

寺
石
・
五3
 

租 

米 

七
斗
il.

升 

上

畑

横

米
 

七
石
一
斗 

租 

米 

五+

五
升 

中

田

穫

米
 

寺
石
三
斗 

租 

米 

六
-•I■

五
升 

中

畑

穫

米
 

九
斗 

租 

米 

四
平
五
升 

下

田

横

米
 

寺
布
一
斗 

租 

米 

五
斗
五
升 

下

畑

穫

米
 

七
斗 

租 

米 

三
斗
五
升 

下
下
田
穫
米 

九

•-
1•

租 

米
四
屮
五
升 

下
下
畑
穫
米 

五
•-1-

租 

米 

二
斗
五
升

屋

敷

穫

米
 

寺
石
一
斗 

租 

米 

五
斗
五
升 

右
は
五
公
五
民
の
場
合
の
租
率
で
あ
る
。
大
体
四
公
六
民
を
踏
襲
し
た
と
思
わ
れ
る
。

一
石
に
つ
き
三
斗
五
升
を
以
て
常
租
と
す
る
も
、
 

他
に
一
定
の 

附
加
税
が
あ
っ
て
、
計
三
斗
五
升
八
合
と
な
る
。
前
掲
の
宝
暦
六
年
三
月
、
 

隅
州
桑
原
郡
日
当
山
郷
嘉
例
川
村
御
検
地
名
寄
帳(

旧
福
留
康
博
蔵•

現
中

央
公
民
館
蔵)

を
見
る
と
、
 

前
田
門
の
下
屋
敷
七
畝
十
四
歩
、
大
豆
一
石
六
斗
余
、
柿
一
本
、
 

籾
一 

升' 

桑
二
本
、
 

籾
二
升
当
二
十
二
束
、
 

名
碩
福
助
の
母
、
 

妻
に
も
賦
課
さ
れ
て
い
る
。
茶
三
十
夂
、
 

籾
四
合
二
勺
。

上
田
八
畝
八
歩
、
籾
六
石
八
升
、
 

中
田
一
反
六
歩
、
极
七
石
一
升
、
 

下
田
八
畝
二
歩
、
 

籾
五
石
四 

升
、
下
下
田
一
反
十
五
歩
、
赤
籾
四
石
二
升
、
中
畑
六
畝
二
八
歩
、
大
豆
三
石
四
升
七
合
、
下
畑
一 

反
比
畝
、
 

大
工
二
石
二
斗/

1.

升
、
山
畑
一
反
一
畝
八
歩
、
 

大
豆
ニ
■-I-

八
升
二
合
、
其
他
合
田
方
七
反 

七
畝
二
六
歩
、
畑
方
二
町
四
反
三
畝
二
三
歩
、
屋
敷
三
反
五
畝
十
三
歩
、
合
槻
四
十
三
石
ニ
キ
九
升 

四
合
、
大
豆
三
十
一
石
二
斗
九
升
三
合
八
勺
、
上
木
籾
七
升
四
合
二
勺
、
高
二
十
七
石
六+

六
升
六 

合
六
勺
、
前
田
門
の
も
の
は
島
津
兵
庫
殿
に
貢
納
し
て
い
た
。

2

寺
社
の
統
廃
合

①

鹿
児
島
神
宮(

旧
正
八
幡
宮)

隼
人
町
内
二
、
 

四
九
六
番(

宮
内) 

彦
火
火
出
見
尊(

地
神
第
四
帝)

、
尊
の
御
后
、
 

豊
玉
姫(

わ
た
つ
み
の
命
の
御
娘)

の
二
神
を
主 

祭
神
と
し
て
、
仲
哀
天
皇
、
神
功
皇
后
、
応
神
天
皇
、
同
皇
后
を
祭
神
と
す
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は 

巻
末
の
年
表
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
さ
い
。

②

熊
野
現
権(

隼
人
町
真
孝
七
九
四
番(

真
孝)

慶長四年銘文磨崖仏（隼人町松永宇都）
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菅原神社（隼人町松永宇都）

事

解

男
(

こ
と
さ
か
の
お
の)

神 

伊

胖

册
(

い
ざ
な
み
の)

尊 

速

玉

男
(

は
や
た
ま
の)

神 

文
禄
四
年
、
島
津
義
久
御
勧
請
「
野
久
美
田/

1.
九
二
番
に
も
熊
野
神
社(

創
建
慶
長
年
間)

が
あ 

り
、
伊
井
册
尊
一
柱
を
祭
る
。
姫
城
之
内
に
も
あ
る
。

①

芦

江

大

明

神, K

人
町
松
、水
二
儿
八
四
番)
(

花
山)
•

祭
神
は
瓊
々
杵
命
、
IIII
S/.
宇
気
売
命
、

!•■■
江
神
社
と
な
り
、
明
治
四
ト
三
年
八
月1

しH

、
と
神
社 

(

松
永
片
平)

と
保
食
神
社
を
芦
江
神
社
に
合
祀
す
。
代
宮
司
は
牧
大
炊
の
子
孫
諸
右
エ
門
で
あ
る
。
 

④

大

日

神

社(

隼
人
町
松
永
長
松
軒
門) 

祭
神
は
天
照
大
神
、
社
人
は
正
宮
行
体
権
現
の
神
職
、
有
田
伊
左
エ
門
で
あ
る
。
 

5'
竹

原

神

社(

隼
人
町
松
永
三
ニ
ハ
三
お-

ド
肺
一 

/

満
大
人
住
犬
神
、
一
大
満
足
売
在
を
祭
る 

宇
原
神
社
と
な
る
。
松
永
名
内
森
に
芦
江
殿
創
建 

の
大
神
社
あ
り
、
厳
與
の

I7•.
III
と
森
山
川
流
、
即

ち

!«:
工
川
の
山
中
に
あ
る
。
大

宮

Id
河
口
六
郎
ん
エ 

門
兼
占
で
あ
る
い
姫
木
二
四
二
〇
番
に
も
あ
る
」

6

妙

見

神

社(

隼
人
町
松
永
園
山)

祭
神
は
北
屮
北
辰
尊
足
、
代
宮
司
、
岩
元
屋
敷
、
権
左
エ
門•

豊
後
の
軍
勢
、
鶴
ヶ
城
に
籠
城
中
、

山
頂
に
鎮
座
。
宇
都
の
産
土
神
そ
し
て
橘
城
の
守
護
神
で
あ
る
白
山
権
現
も
近
く
に
あ
る
。
松
永
竹
之
山
の
熊
打
三
所
権
現(

代
宮
司
、
惣
左
エ
門)

同 

山
田
に
北
辰
大
明
神(

代
也
司/

1.
代
之
孫
、
源
良)

が
あ
る 

尚
武
安
に
し
妙
見
神
社
あ
り
、
代

;'
'';
ld
/l.
代
之
孫
、
三
次
郎
で
あ
る
。

⑦

日

吉

山

土

権

現(

隼
人
町
西
光
ナ
ニ
ニ
/,<
.

/l.
番

二

中

西

尤

ナ)

大
己
貴
命
外
ニ
一
座
、
主
取
社
家
、
南
条
平
し 

康
治
元
年
行
玄
ト
人
勧
講
、
同
所
に
今
霧
，島

人

所

権

現

7.
上
取
社
家
畑
井
休/

I-:
エ
門)

⑧

飯

留

大

明

神(

隼
人
町
東
郷
三
八
九
番)

祭
神
は
大
穂
日
命
、
大
山
祇
神
、
、王
取
社
家
畑
井
休
ん
エ
門
、
飯
ホ
神
社
と
な
り
、*

111
神
社
、k
H

神
社
、•
諏
訪
神
社
、
山
・
上
神
社
を
本
社
に
合
祀 

す
る0

⑨

池

之

大

王

権

現(

隼
人
町
朝
日
五

-/L

三
番)
(

朝
日
西)
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祭
神
二
座
、
 

国
分
宮
内
社
家
、
 

海
江
田
伊
左
エ
門
祭
る
。
池
大
土
神
社
と
な
り
、
 

坂
元
神
社
、
 

保
食
神
社
を
本
社
に
合
祀
す
る
。

⑩

二

之

宮

大

明

神(

隼
人
町
内
、
 

新
田
山
下)

祭
神
は
蛭
児
、
主
取
畑
井
西
大
夫
、
 

蛭
児
神
社
と
な
る
。
此
処
は
新
田
山
と
い
い
、
 

奈
も
木
ノ
森
と
呼
ぶ
。

⑪

早

鈴

大

明

神(

隼
人
町
小
浜
六
三
〇
番)
(

笛
田)

祭
神
は
天
照
大
神
、
 

猿
田
彦
神
、
 

彦
火
火
出
見
命
、
豊
玉
姫
命
、
 

大
己
貴
命
、
 

天
智
天
皇
、
豊
玉
彦
命
、
 

塩
土
翁
、
 

事
代
主
命
、
 

建
御
名
方
主
命
、
 

大 

穴
持
神
、
蛭
児
命
、
 

主
取
有
馬
三
左
エ
門
。
早
鈴
神
社
と
な
り
、
大
穴
持
神
社
、
蛭
児
神
社
、
諏
訪
神
社
、
 

三
島
神
社
を
本
社
に
合
祀
す
る
。

⑫

中

山

大

明

神(

隼
人
町
野
久
美
田
三
四
四
番)
(

山
下)

祭
神
は
大
山
祇
命
、
 

中
山
神
社
と
な
る
。
尚
富
限
城
内
に
稲
荷
神
社
あ
り
。

⑬

青

山

神

社(

隼
人
町
小
田
二
七
〇
八
番)
(

垂
水)

祭
神
は
六
座
、
祠
官
長
門
、
現
在
の
青
木
神
社
、
岩
神
神
社
を
本
社
へ
合
祀
す
る
。

右

は

明

和

五

年(

一
七
六
八)

稲
荷
神
社
祠
官
本
田
親
盈
著
「
神
社
誌
」
を
参
考
に
し
た
が
、
青
龍
碑
で
有
名
な
水
天
渕
の
水
神
社
、
湯
田
の
立
神
社 

な
ど
採
録
も
れ
の
社
も
あ
る
。
慶

応

元

年(

一
八
六
五)

藩
内
一
六
一
六
の
寺
院
は
全
部
破
壊
さ
れ
、
二
九
六
六
人
の
僧
侶
が
還
俗
し
、
明
治
元
年
新
政 

府
の
神
仏
分
離
令
が
発
せ
ら
れ
る
や
、
鹿
児
島
藩
神
社
奉
行
は
直
ち
に
各
寺
社
に
こ
れ
を
通
達
し
て
い
る
。
鹿
児
島
神
社
は
明
治
二
年
従
来
の
世
襲
神
職 

を
廃
し.
、
同
年
十
ニ
月
三
雲
四
月
若
摩
を
神
主
に
任
命
し
た
。

明
治
七
年
に
鹿
児
島
神
宮
に
改
称
官
幣
中
社
に
列
せ
ら
る
。

明
治
四
年
に
国
幣
中
社
に
昇 

格
し
て
い
た
が
、
当
時
国
幣
社
に
は
大
社
は
な
く
、
従
来
の
国
幣
中
社
は
二
十
二
社
で
あ
っ
た
。

明
治
元
年
に
神
代
三
山
陵
調
査
に
来
鹿
し
た
後
醍
院
真 

柱
等
の
祝
詞
を
見
る
と
、
 

ま
さ
に
悲
憤
慷
慨
実
に
壮
烈
で
あ
る
。
町
内
の
社
寺
の
棟
札
を
一
覧
表
に
作
成
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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日
吉
山
王
権
現

諏

方
II

神

社

早 

鈴

〃II大 

明

神

熊 

野 

健 

現

-

愛
宕
神
社-
*
"
_

神 

社 

名

永
正
六
年
四
月
二
日 

建
仁
三
年
十
月
十
九
日 

慶
長
六
年
三
月
吉
日

永
正
十
三
年
四
月
吉
日 

天
正
十
六
年
十
一 

一
月
吉
日

嘉

吉

四

年 

慶
長
十
四
年 

永
正
七
年
十
一
月

享
保
十
ー 

ー
年
七
月
七
日 

一

文 

政 

九 

年

彳 

士

日

年 

月 

日

島
津
忠
朝 

大
工
藤
原
道
国

島
津
忠
久

山
田
理
安
伊
集
院
抱
節

藤
原
親
助 

大
工
寺
師
宗
貞

藤
原
以
久

藤
原
忠
治 

藤
原
義
久

-

深
亮
坊
覚
遍

「
地
頭
山
本
宇
源
多 

納
恩
最
勝
寺
嘉
快

願

主

奉
行
藤
原
俊
久 

一
五
〇
九
年 

ニ
一
〇
三
年(

国
分
市)

一
六
〇
一
年

小
工
寺
師
助
正
、
鍛
治
江
田
助
三
郎 

-

五
八
八
年(

国
分
市)

一
四
四
四
年 

一
六
〇
九
年 

一
五
一
〇
年

キ

年

八

六 
年

備

考



3
 

湯
の
里
の
は
じ
ま
り

安
楽
の
温
泉
場
の
中
心
に
熊
野
権
現
社
が
あ
る
。

同
社
の
起
源
と
安
楽
湯
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
同
社
に
明
治
十
二
年
十
月
作
成
の
「
熊
野
権
現
社 

由
来
記
写
」
が
あ
る
。
戸

長

役

場

よ

り

「
今
般
宝
物
な
ら
び
に
古
器
物
調
査
が
あ
る
の
で
至
急
持
参
出
頭
せ
よ
」
と
の
通
達
を
受
け
て
、
折
柄
投
宿
の
鹿 

児
島
市
の
森
田
某
、
 

菅
原
某
両
名
が
安
楽
湯
の
亭
主
作
次
郎
に
頼
ま
れ
て
転
写
し
た
と
あ
る
。
持
参
す
べ
き
品
物
は
花
立(

唐
金)

二
個
、
棟
札
二
枚
と 

し
て
あ
る
。
花

立
は

文

化

五

年(

一
八
〇
八)

二
月
、
第
二
十
六
代
島
津
斉
宣
が
於
千
万
様
と
入
浴
に
来
ら
れ
た
時
の
、
於
千
万
様
よ
り
の
奉
寄
の
品
で 

あ
る
。
斉
宣
か
ら
も
錫
製
の
花
瓶
と
香
炉
と
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
が
、
目
録
か
ら
は
消
え
て
い
る
。
斉
宣
は
文
化
六
年
六
月
に
隠
居
し
て
い
る
の
で
、
そ 

の
前
年
に
当
る
。
側
室
お
由
羅
の
方
で
高
名
な
斉
典
の
「
鶴
に
旭
日
」

の
篇
額
が
鹿
児
島
神
宮
社
務
所
に
あ
る
。

こ
の
安
楽
湯
は
霧
島•

新
川
系
の
温
泉
で
一
番
早
く
利
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
起
源
が
こ
の
由
来
記
の
一
文
で
あ
る
。

一
般
に
温
泉
の
利
用
の 

起
源
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

「
三
国
名
勝
図
会
」
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
疑
わ
し
い
と
し
て
、
採
択
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
会
で
は 

「
大

永

三

年(

一
五
二
三)

記
す
所
の
社
の
説
に
云
う
、
昔
異
人
あ
り
云
云
」

と
あ
る
。

「
コ
ウ
ジ
元
年
に
熊
野
よ
り
、
聖
一
人
権
現
の
尊
体
を
笈
に
入 

れ
て
、

こ
の
地
に
来
り
、
岩
の
上
に
笈
を
置
き
一
泊
し
て
、
翌
朝
こ
の
笈
を
取
り
に
行
っ
た
と
き
、
神
の
言
あ
り
、
か
の
地
に
湯
出
ず
べ
し
云
云
」
と
あ

る
。

コ
ウ
ジ
元
年
は
康
治(

一
一
四
二)

と

弘

治(

一
五
五
五)

と
両
方
に
と
れ
る
。

弘
治
と
す
る
と
、
大
永
三
年
と
い
う
書
き
出
し
に
合
わ
な
く
な
る
。

人
情
の
常
で
古
い
康
治
説
を
と
っ
て
い
る
。

日
当
山
村
西
光 

寺
日
当
山
山
王
権
現
が
康
治
元
年
行
玄
上
人
勧
請
云
云
と
あ 

り
、
何
か
そ
れ
ら
し
く
推
測
さ
れ
な
い
で
も
な
い
。
大
永
年 

間
は
こ
の
附
近
に
小
祠
が
三
か
所
に
た
ち
、
島
津
貴
久
よ
り 

懇
望
さ
れ
た
名
僧
日
秀
上
人
が
、
正
宮
再
建
の
命
を
帯
び
て 

三
州
を
巡
錫
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
康
治
元
年
に
つ
い 

で
古
い
温
泉
は
姫
城
の
清
姫
温
泉
の
永
仁
元
年(

一
ニ
九
三) 

で
あ
る
。
同
所
に
あ
る
石
碑
を
み
る
と
、
正
面
に
湯
本
大
権 

現
、
僧
明
源
、
永
仁
元
年
、
裏

面

に

は

「
こ
の
石
碑
は
地
下 

五
尺
の
深
さ
の
所
に
埋
没
し
て
い
た
の
を
、
永
仁
元
年
よ
り

熊野権現社碑（牧園町安楽）
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湯之神（隼人町嘉例川山之湯温泉）

二
百
八
十
年
後
の
永
禄
十
年(

一
五
六
七)

に
掘
り
上 

げ
た
。
当
時
人
々
は
此
処
に
温
泉
の
あ
る
こ
と
を
知
ら 

な
か
っ
た
。
同
所
に
閑
居
し
て
い
た
松
慶
が
三
夜
と
も 

不
思
議
な
夢
を
見
て
、
 

こ
の
石
碑
を
発
掘
し
た
。
誠
に 

感
激
に
た
え
な
い
云
云
」
と
あ
る
。
当
時
の
温
泉
掘
鑿 

技
術
か
ら
し
て
、
 

湧
出
量
の
成
衰
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
 

他
の
温
泉
を
み
る
と
、
 

硫
黄
谷
温
泉
が
正
徳
元
年(

一
 

七
一
一)

栄
之
尾
温
泉
が
延
享
元
年(

一
七
四
四)

で 

あ
る
。

こ
の
硫
黄
谷
温
泉
と
栄
之
尾
温
泉
は
総
称
し
て 

霧
島
温
泉
と
称
し
、
 

薩
摩
藩
随
一
で
あ
り
、
摂
津
有
馬

温
泉
、
 

伊
予
道
後
温
泉
、
 

但
馬
城
崎
温
泉
の
三
名
泉
に

匹
敵
す
る
と
述
べ
て
あ
る
。
元

亀

三

年(

一
五
七
二) 

島
津
義
弘
、
 

鉢
投
温
泉
に
遊
ぶ
。

元

禄

元

年(

一
六
八
八)

新
納
久
辰
が
鋅
投
温
泉
に
浴
槽
を
増
設
、
 

昭
和
二
十
九
年
七
月
埋
没
し
た
新
湯
温
泉
が
享
保 

年

間
(

一
七
一
六
頃)

、
 

折
橋
温
泉
が
宝
暦
二
年(

一
七
五
二)

、
塩
浸
温
泉
が
文
化
元
年(

一
八
〇
四)

、
三
国
名
勝
図
会
で
は
明
和
か
ら
安
永
の
間(

一
 

七
七
〇
年
代)

、
日
之
出
温
泉
が
文
化
八
年(

一
八
一
一)

、
丸
尾
温
泉
が
文
政
二
年(

一
八
一
九)

、
日
当
山
温
泉
が
文
政
八
年(

一
八
二
五)

、
山
之
湯

温

泉

が

嘉

永
三

年(

一
八
五
〇)

、
妙
見
温
泉
は
慶
応
年
間
で
あ
る
。

以
上
見
て
く
る
と
、
写

文

の

中

のr

安
楽
宮
立
始
覚
、

一
、
熊
野
権
現
奉
勧
請
者
也
、
天
正
十
年
肝
付
弾
正
殿
御
建
立
云
云
」
と
い
う
条
は
一
番
妥
当 

で
あ
ろ
う
。
も
し
弘
治
元
年
説
に
し
て
み
た
場
合
、
天

正

十

年(

一
五
八
二)

修
造
は
符
合
し
て
く
る
。
肝
付
弾
正
と
は
加
治
木
城
主
肝
付
弾
正
忠
兼
盛 

(

天
正
六
年
没)

の
子
、
即
ち
肝
付
三
代
目
弾
正
忠
兼
寛(

天
正
十
八
年
没)

で
あ
ろ
う
。
兼
寛
の
生
母
は
島
津
忠
良
の
三
女
に
し
姫
で
あ
る
。
兼
寛
の 

出
生
後
、
離
縁
に
な
っ
て
、
天
正
十
一
年
一
月
、
川
辺
郡
伊
作
西
城
で
没
し
て
い
る
。
島
津
貴
久
の
妹
に
当
る
。
尚
姉
は
お
南
の
方
で
、
肝
付
兼
続
の
夫 

人
と
し
て
、
永
禄
四
年
以
降
、
相
反
目
す
る
実
家
と
婚
家
と
の
間
に
立
っ
て
、
苦
悩
し
一
生
を
終
っ
た
。

こ
れ
ら
の
史
実
が
有
力
な
傍
証
と
な
る
と
思
う
。
 

天
正
十
三
年
五
月
、
隼
人
町
宮
内
に
あ
る
正
宮
社
家
従
四
位
下
桑
幡
道
隆
の
邸
よ
り
出
立
し
、
栗
野
に
向
う
途
中
、
安

楽
•

犬
飼
を
通
過
し
た
上
井
覚
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兼
(

島
津
国
老)

日
記
の
中
に
、
 

老
齢
で
薬
餌
に
な
じ
ん
で
い
た
覚
兼
が
犬
飼
滝
を
見
て
、
 

「
今
日
は
晴
天
に
て
候
へ
共
、
 

此
間
の
雨
に
水
増
候
て
白
糸 

を
繰
乱
た
る
よ
う
に
言
語
道
断
の
体
に
候
、
 

あ
ま
り
の
事
に
、
 

曇
な
く
日
か
け
う
つ
ろ
う
晴
間
に
も
さ
み
た
れ
増
る
滝
の
白
糸
、
 

か
く
共
申
慰
候
て
、X
 

飼
の
村
に
て
夫
丸
悉
く
さ
き
に
遣
候
。」
こ
こ
で
夫
卒
と
行
は
ぐ
れ
て
、
 

此
村
に
て
休
息
す
る
。

「
酉
刻
計
迄
徒
に
待
居
候
、
折
ふ
し
里
の
犬
ほ
え
候
を
、
 

各
跡
よ
り
来
候
や
ら
ん
と
て
よ
ろ
こ
ひ
合
候
儘
、
を
く
れ
つ
る
友
待
方
に
一
声
を
聞
も
う
れ
し
き
犬
飼
の
里
、
 

如
此
よ
ろ
こ
ひ
候
へ
は
、
 

一
向
不
知
道
行 

人
也
ー
」
夫
卒
を
呼
び
に
行
っ
た
者
も
帰
リ
来
な
い
儘
に
犬
飼
の
辺
に
仮
泊
す
。

「
本
田
刑
部
少
輔
殿
仮
屋
此
川
上
に
有
由
申
候
間
、
其
辺
に
行
候
て
留
候
、
 

勿
論
夫
丸
等
も
不
来
候
間
、
不
如
意
千
万
之
体
不
申
及
候
、
 

柏
原
有
閑
、
 

関
右
同
道
申
候
、
中
々
物
笑
無
止
事
候
、
家
に
あ
れ
は
け
に
盛
飯
を
草
枕
旅
に 

し
あ
れ
は
椎
の
は
に
も
る
、
な

ど

古

歌(

万

葉

集•

有
馬
皇
子)

に
も
候
へ
は
、
昔
は
旅
行
は
さ
び
し
き
事
に
こ
そ
、
な
と
申
候
て.
.

、
今
夜
は
椎
の 

は
も
松
の
は
も
い
る
べ
き
様
な
し
と
て
、

つ
か
れ
た
る
者
共
佗
合
候
」
と
あ
る
。
和
気
清
曆
が
弓
削
ノ
道
鏡
に
よ
っ
て
、
神

護

慶

雲

三

年(

七
六
九)

九 

月
、
大
隅
国
桑
原
郡
稲
積
の
里(

牧
園
町
中
津
川)

に
流
さ
れ
て
い
る
。
翌
宝
亀
元
年
九
月
、
京
に
召
還
さ
れ
る
ま
で
、
 

そ
の
期
間
は
一
年
で
あ
る
。
姉 

広
虫
と
共
に
律
令
時
代
の
良
心
的
官
僚
政
治
家
で
あ
っ
た
。
犬
飼
の
滝
を
眼
下
に
眺
め
る
地
に
和
気
公
の
遣
跡
碑
と
義
人
稲
積
翁
の
碑
が
あ
る
。
同
所
に 

嘉

永

三

年(

一
八
五
〇)

島
津
斉
彬
の
手
植
の
松
が
あ
る
。
斉
彬
の
顕
彰
へ
の
尽
力
が
、
翌
嘉
永
四
年
三
月
、
孝
明
天
皇
よ
り
京
都
高
尾
山
神
護
寺
に
あ 

る
和
気
廟
へ
神
号
と
正
一
位
の
神
階
が
追
贈
さ
れ
て
い
る
。
清
暦
の
大
隅
流
謫
の
文
献
は
全
く
な
い
。
し
い
て
推
測
す
れ
ば
、
難
波
で
乗
船
し
て
、
豊
前 

国
企
救
郡
田
野
浦
に
着
船
、
不
自
由
な
足
で
旅
を
つ
づ
け
た
と
思
わ
れ
る
。

足
立
と
妙
見
の
地
名
を
参
考
に
す
る
と
、
企

救
(

き
く)

郡

に

足

立•

妙
見 

が
あ
る
。
小
倉
方
面
か
ら
薩
摩
国
日
置
郡
伊
作
町
あ
た
り
に
上
陸
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
地
に
和
気•

妙
見
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
反
道
鏡 

の
勢
力
が
大
宰
府
、
宇
佐
神
宮
に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
清
暦
を
庇
護
し
た
こ
と
は
推
察
で
き
る
。
征
隼
人
戦
の
場
合
も
東
海
岸
と
西
海
岸
つ
た
い
に
南

下
し
て
い
る
が
、
宮
崎
を
経
由
し
た
か
、
熊
本
を
経
由
し
た
か
不
明
で
あ
る
し
、
実
際
大
隅
ま 

で
来
て
い
る
か
も
疑
問
で
あ
る
。
延

喜

元

年(

九
〇
一)

菅
原
道
真
が
大
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ 

て
い
る
。
道
真
は
山
口
県
防
府
勝
間
浦
に
船
泊
り
し
て
、
国
府
客
館
で
休
息
し
た
時
、
白
居
易 

の
詩
を
み
て
作
っ
た
詩
に
「
東
行
西
行
雲
湘
々
、
二
月
三
月
遅
々
…
」(

松
崎
天
神
鎮
座
考)

と 

あ
り
、
大

宰

府

で

「
離
家
三
四
月
。
落
涙
百
千
行
。
万
事
皆
如
夢
1_0(

菅
家
後
草)

、
当
時
大
宰 

府
は
天
下
第
一
の
都
会
で
あ
っ
た
。
人
煙
稀
な
る
山
家
の
稲
積
の
里
の
生
活
は
言
語
に
絶
す
る 

と
思
わ
れ
る
。
大

伴
旅

人

の

歌

に

「
隼
人
の
潮
戸
の
岩
ほ
も
鮎
走
る
吉
野
の
滝
に
な
ほ
し
か
ず

湯本大権現碑（隼人町姫城清姫温泉,
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犬飼の滝（牧園町中津川犬飼1

け
り
」
と

あ
る
火
飼

の

和
気

神
社
は

昭
和1

儿
、
 
1
1

/J
円
の
浄
財
で
价
湾
桧
で
創
建
さ
れ 

た
。
松
方
正
義
の
照
国
公
手
植
松
之
記(

大
正1

二
年
JL
月
建
之)

、
忠
烈
和
気
公
之
遺
跡(

明 

治
三
十
四
年
秋•

税
所
篤
翁
建
之)

の
碑
が
あ
る-

義

人

稲

積

翁

の

碑(

大
正
十
三
年
ト
一
月 

大
迫
尚
敏
書)

が

中

；It
川
に
あ
る
”

こ
れ
ら
の
記
念
碑
は
薩
藩
郷
土
史
研
究
会
の
浄
財
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
、
 

こ
の
史
跡
を
調
査 

し

た

山

崎

.±1
十
磨
調
査
員
も
否
定
的
報
告
か
な
さ
れ
て
い
る
。

安
楽
温
泉
の
近
く
に
嘉
永
三
年(

一
八
五
〇)

、
第
二
ト
八
代
島
洋
斉
彬
の
別
邸
が
建
設
さ
れ 

文

久

元

年(

一
八
六
一)

藩
主
の
避
暑
地
が
栄
之
尾 

温
泉
に
建
設
さ
れ
た
。
翠
巒
相
迫
る
此
処
泉
楼
に
登
れ
ば
、
眼
下
の
溪
流
は
岩
を
嚙
み
、
満
地
の
青
陰
は
夏
で
も
涼
し
い
位
で
あ
る
。
泉
石
の
配
置
に
僅 

か
に
往
時
を
想
起
す
る
程
度
で
あ
る
。

日
当
山
妙
見
安
楽
塩
浸
湯
は
湧
き
い
で
て
く
す
し
き
国
ぞ 

斉

藤

茂

吉
 

日
当
山
花
葵
よ
り
家
低
く
そ
の
花
赤
く
湯
の
も
や
ぞ
す
る 

与

謝

野

晶

子
 

時
代
は
前
後
す
る
が
、
隼
人
町
の
温
泉
に
つ
い
て
、
鹿
児
島
県
の
調
査
を
引
用
し
な
が
ら
、
現
況
を
み
て
み
た
い
。
 

新
川
溪
谷
に
沿
っ
た
温
泉
群
は
、
霧
島
火
山
の
中
央
部
に
湧
出
し
て
い
る
火
山
の
温
泉
と
は
や
や
そ
の
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
霧
島
火
山
群
の
周
辺
部 

に
分
布
し
、
分
布
高
度
も
低
く
、
付
近
に
は
噴
気
帯
も
変
質
帯
も
み
ら
れ
な
い
。

一
般
に
重
炭
酸
イ
オ
ン
系
の
良
質
で
、
活
火
山
性
温
泉
に
比
し
て
、
泉 

温
も
低
い
。
溶
結
凝
灰
岩
の
割
れ
目
か
ら
湧
出
し
た
り
、
新
し
い
地
質
時
代
の
凝
灰
岩
層
や
砂
礫
層
な
ど
か
ら
湧
出
す
る
。
間
接
的
に
火
山
活
動
と
何
ら 

か
の
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
新
川
溪
谷
は
シ
ラ
ス
お
よ
び
溶
結
凝
灰
岩
の
侵
蝕
谷
で
、
両
岸
の
急
峻
な
断
崖
に
は
良
い
露
頭
が
み
ら
れ
る
。

日
当
山 

温
泉
南
西
部
の
小
丘
は
古
期
安
山
岩
で
構
成
し
て
い
る
。

こ
の
付
近
に
分
布
す
る
国
分
層
下
部
に
お
お
わ
れ
た
も
の
で
、
斜
長
石
の
徴
斑
晶
と
磁
鉄
鉱
の 

多
い
石
基
を
も
っ
た
両
輝
石
安
山
岩
で
あ
る
。
露
頭
に
お
い
て
は
風
化
し
て
表
層
部
は
粘
土
化
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
ま
た
温
泉
掘
さ
く
の
資
料
か
ら 

も
凝
灰
岩
ド
に
黒
色
緻
密
な
安
山
岩
が
み
ら
れ 

い
わ
ゆ
る
国
分
層
中
に
も
溶
岩
が
少
く
と
も
一
枚
挾
在
す
る
よ
う
で
あ
る.' 

当
地
区
に
広
く
分
布
す 

る
堆
積
岩
と
し
て
国
分
層
が
あ
げ
ら
れ
る
。
最
下
部
に
円
樂
を
含
ん
で
い
る
が
、
軽
石
流
積
物
と
凝
灰
角
礫
層
、
そ
の
上
部
に
凝
灰
質
シ
ル
ト
を
挾
む
。
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第1表 隼人地区（国分を含む）源泉の概況（昭和46年3月末現在）

番号

-

称
泉 

一
通
温
名
一

源泉名 湧出地

温泉の状況

泉質

用 途

施 設

備 考
湧出状 
況

湧出量 泉温 調査年月日

1

隼

人

III

当

L1I

大正館

東郷古川 
1674
（天降川沿 

い）

掘さく 
自噴

立/分 
多浦

℃

53.0

S.

37. 8
重.普 
泉

旅館内湯 
（未利用）

昭和37年掘さく（- 50米） 
5FP許可，未利用

2 大正館 a

掘さく 
自噴（ 
機械揚 
送湯）

5h

51.2 
47.0

（水と 
混台）

40. 9. 27
41.5. 7

重曹 
泉

旅館内湯 昭和38年掘さく（一150米）

3 しゅじゅ 
どん湯

東郷119
機械 
揚湯

(80.7)
1田 
a

a

(45.5)
42.7
44.3
43.5

(28. 3.)
39.11.17
40. 9. 27
41.5. 8

単純 
温泉 

9
公衆浴場

元東郷湯=明治17年発足。 
源泉5あり。内1本は昭和 
33年掘さく（-80米）。ポ 
ンプ（12）

4 福 屋 東郷119 it 1FP
48.0
47.0

39.11.17
41.5. 8

重.ゃ 
泉

旅館内湯
〇源泉2本あり
O1本は昭和3年頃掘さく

5 ちとせ屋
内湯之元 

1477
必屮 47.5 41.5. 7 -

従業員用 
（内湯）

040.10. 5許可 
〇約-60米

6 望岳荘
内木ノ房 

1470
it 1屮

39.2
44.5
52.0
49.6

34. 4.1
39.1.17
40. 9. 27
14. 5. 7

重曹 
泉

旅館内湯 元明治湯=明治32年発足 
他に源泉1あり（49.0て）

7 玉泉館
内木ノ房 

14 79 の1
機械 
揚湯

1屮

44.5
47.1
45.0
45.2

34. 4.1
39.1.17
40. 9. 27
41.5. 7

重曹 
泉

旅館内湯 
公衆浴場

旧隼人旅館

8 大 観 内1469 〃 it 47.5
46.7

40. 9. 27
41.5. 8 - 旅館内湯 安心学-♦橘-♦大観

9 小松湯 内1466
a

（2種 
混合）

(必中 

65.3)
1h

(46.0)
45.5
42.7
50.5

(28.3.12)
39.1.17
40. 9. 27
41.5. 8

重曹 
泉

公衆浴場 M廷齢湯
（明治30年頃発足?）

10
西 郷 
どん湯

内1465の2
(71.7) 
%田

(46.0)
43.8
44.6
42.4

(28. 3.10)
39.1.17
40. 9. 27
41.5. 8

II 公衆浴場

。元木房温泉

〇文政8年（1825）発見
。昭和38年西郷どん湯と改 
森

11 鶴の湯 内1484の2

一
械
湯
潸 

機
揚1

混

(%田)

1 FP

•44. S
42.2
44.0

(28. 3.21)
39.1.17
41.5. 8

fl 公衆浴場
010〜15米掘さくしてあり 

という

〇源泉2本

12 亀屋旅館 内1487の7
屋

%H
45.8
43.8

28. 3.14
39.1.17

II 旅館内湯 039.12.16火災 
未復旧

13 春の井荘 内木ノ房 

1458
)1 44.0 39.1.17

単純 
温泉 

9

旅館内湯
039.12.16火災 

未復IH

14 中須湯
東郷松元 

1012

、

湯 

掘
機
揚

(200) 42.0 42. 9. 29 自家用 。隼人町内山田86- 2 
中須矢吉

15 岩城氏湯
東郷古川 

1653- 2

く
械
湯 

さ掘
機
揚

(200) 55.0 43. 7. 20 自家用 〇鹿児島市冷水町40-11 
岩城安綱

16 馬場氏湯
東郷神剣 

1501

黑

湯
 

掘
機
揚
一

(200) 49.2 43. 6. 6 0有明町蓬原1421 
馬場藤樹
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番号

通称 

温泉 

名

源泉名 湧出地

温泉の状況

泉質

用 途

施 設

備 考
湧出 
状況

湧出量 泉温 調査年月日

17

隼

人

III 

H 

当 

山

岩 城 
機械場 内1440— 3

掘さく 
機械 
揚湯

立/分 

(200) 
52m2

℃ 
49.2

S .
43. 6. 6

従業員用
O隼人町内1561 
岩城松男

18 中村氏湯
内前田 

1553- 5

掘さく 
機械 
揚湯

(300) 41.5 43.11.5 従業員用 O隼人町真孝774 
中村繁

19 金村氏湯 内
掘さく 
機械 
揚湯

従業員用 〇隼人町内1384 
金村春興

20
津曲 
共同温泉

松永1128
掘さく 
自噴

260 37.1
1.12

37.11.12
41.5. 8

仲 重
泉

公衆浴場 〇掘さく（一320米）

21
国立 
霧島病院 松永3320 it

20 44.5
46.3
45.5

38. 9.10
40. 9. 27
41.5. 8

it 病院浴用
〇掘さく（一420米） 
Oポンプアップして利用

22
松永 
ラムネ湯 松永395

掘さく 
機械 
揚湯

(180) 
皈中

43.1
42.0
41.8

32. 7. 9
40. 9. 27
41.5.10

重曹 
泉

公衆浴場 
旅館内湯

。日当山ラムネ温泉

O昭和31年掘さく （-2（）0
米• 43米）

〇自噴もする

23
姫城 
山野温泉 姫城1590

掘さく 
機械 
揚湯

(57) 
皈中

48.8
48.0
51.3

28. 7. 24
40. 9. 27
41.5. 8

〃

。昭和23年掘さく （-120 
米）

〇動水位-4米
〇他に源泉1あり（48.8℃）

24 清姫温泉
姫城取納田 

1569

掘さく 
機械 
揚湯

A 58.5
57.7

B48.1
46.6

28. 7. 24
41.5. 8
40. 9. 27
41.5. 8

公衆浴場 
旅館内湯

。大正4年8月掘さく 
（-10 米）

〇永仁元年（1293）発見の記 
碑あり

。泉孔5 •枯渇したものも 
ある。内1本掘さく （-160米） 
O昭和40年掘さく （-156
米）

25 鶴丸荘
東郷十林堂 

1589

掘さく 
機械 
揚湯

1田 50.8 41.5. 8 - 旅館内湯

26 鶴丸氏湯
東郷古川 

1605
掘さく 
自噴

150 59.0 41.2. 8 - -
O昭和41.2掘さく （-150 
米）

27 中馬氏湯
姫城取納田 

1581-1
掘さく 
口 噴

120 48.0 41.5. 8 - -
0昭和41.3掘さく（一120 
米）

28 いづみ湯
姫城1497の
1

掘さく 
白噴

1*
52.0
52.5
51.5

39.1.17
40. 9. 27
41.5. 8

重曹 
泉

旅館内湯 
公衆浴場

〇掘さく（一150米） 
〇温泉と水と同時吸引

29
隼人温泉 
病院 姫城1345

掘さく 
白噴

340
255

X 100

55.5
56.0
55.8
53.5

39. 6

40. 9. 27
41.5.10

- 医療用
〇昭和39. 5掘さく

（-170米）
O※……地1:1米にて

30 日高氏湯
姫城下新原 

1336
200 51.0

49.5
40. 9. 28
41.55. 8

-
医療用 
（未利用）

C昭和40. 9掘さく 
し（-162米）

31 脇田氏湯
姫城1261の 
6

掘さく 
自噴

100 53.7 41.5. 8 - -
0昭和41.3掘さく （一196 
米）自噴（+60輝）

32 千石湯 姫城1303
掘さく 
機械 
揚湯

B%中

51.0
51.2
52.3

39.1.17
40. 9. 27
41.5. 8

重曹 
泉

公衆浴場 O昭和39年までは地上自噴
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番号

通称 

温泉 

名

源泉名 湧出地

温泉の状況

泉質

用 途

施 設

備 考
湧出 
状況

湧出量 泉温 調杳年月日

33

年

人

旧

日

当

山

姫城荘 姫城1303
掘さく 
機械 
揚湯

立/分 

(42) 
%中

52.8
52.0
50.8
51.0

28. 7. 21
39.1.17
41.9. 27
41.5. 8

重曹 
泉

旅館内湯 O動水位（-4米）

34 永山氏湯 姫城1287 掘さく - 50.0 41.5. 8 ー -
〇昭和41.1掘さく （一142 
米）

35 丸福荘 姬城1289の 
2

掘さく 
機械 
揚湯

%田 

(69)
52.5 41.5. 8 -

旅館内湯 
公衆浴場

。昭和41.4掘さく （-123
米）

。水位-4米

36 吉永氏湯 姫城1296
掘さく 
自噴

80 54.0 41.5. 8 ー 未利用 0昭和40 p2掘さく （140 
米）

37
姫城温泉 
元湯

姫城金竹

1294の 4
掘さく 
自噴

30 55.0
51.0
47.5

:汨.1.17
40. 9. 27
41.5. 8

重曹 
泉

公衆浴場 。泉源6.内1本は地上白噴

38
旅館 
おしどり

温泉
姫城1270

掘さく 
機械 
揚湯

20 
%田

55.0
52.0
53.0

39.1.17
/40. 9. 27
\41.5. 8

a 旅館内湯 。昭和30年に掘さ < （-110 
米）

39
泉帯温泉

1 号

姫城金竹 

1256
掘,さく - - ー 未利用 吉田温泉近くにあり

40
吉田温泉

1 号
姫城1257

掘さく 

H噴

35 53.8
51.8
54.3

39.1.17
40. 9. 27
41.5. 8

币:M 
泉

公衆浴場
O温泉水位地表上40極
0昭和37.12（吉田氏-原田 
氏）

41
音田温泉

2 号
it a 15 53.4

54.0
39.1.17
41.5. 8

a it
O30年の歴史ありという 
。カスケードポンフ"（%屮） 
補助使用することあり

42 司旅館 姫城1141

掘さく

機械 
揚湯

%屮 

1中
a

55.5
48.5
48.0

28. 7. 23
39.1.17
40. 9. 27

it 旅館内湯
旧天降川温泉
（昭和4（）. 3代る）

43 泉帯温泉
姫城金竹 

1256

掘さく 
機械 
揚湯

220 
（自噴）

46.0

54.8
55.3

28. 7. 22
39.1.17
41.5. 8

H 公衆浴場 O%中で70〜100立/分揚湯

44
山月荘

1 号

姫城金竹 

1114

掘さく 
機械 
揚湯

- 45.5 41.5. 8 a 旅館内湯 〇源泉3あり
内2本3中にて機械揚湯

45
山月荘

2 号
a a - 52.2 41.5. 8 it it

D-38 (動水位• -6()機)
D-39 ( 〃 • -57W)
号外(水位• -360欄)

46 ねむの湯
姫城上新原 

1521

掘さく 
機械 
揚湯

(180)
1田

57.0 42. 2.15 旅館内湯 〇浦生町上久徳2427 
山下忠裕

47 小城氏湯
姫城小作 
1178-1

掘さく 
機械 
揚湯

(350) 50.0 43.10. 20 旅館内湯 。大隅町岩川5669 -1 
渡辺組

48 小浜氏湯
姫城『次丸 

941-2

掘さく 
機械 
揚湯

(500) 42.8 43.10. 21 白家用 〇隼人町姫城941-1 
小浜重行

-150 -



番号

通称 

温泉 

名

源泉/ 湧出地
温泉の状況

泉質

用 途

備 考
湧出 
状況

湧出量 泉温 調杏年月0 施 設

49

年

人

細山田氏 
湯

松永片平田 

612-2

く
械
湯 

さ掘
機
揚

M分 
(400)

て 

42.5
S .
43.11.16

自家用 O隼人町松永61； 
細山田実

5() 萩尾氏湯
姫城「次丸 

982-1

掘さく 
機械 
揚湯

(200) 
120mp 47.0 43.11.26 〇隼人町姫城2768 

萩尾イネ

51 次永氏湯
姫城小作 

1237

掘さく 
機械 
揚湯

(170) 47.0 43.12. 7 〇鹿児島市大保山町23 
中島初代

52 輝北温泉
姫城砂走 

1440- 2

掘さく 
機械 
揚湯

(200 ) 43.0 43.12.19 〇輝•北町上"引3821-1 
徳留代志

53 藤田氏湯
姫城取納田 
1548- 2

掘さく 
機械 
揚湯

(132) 
95mp 54.0 42. 2.10 O国分市向花586 

藤田勉

54 し元氏湯
松永三部丸 
319-1

掘さく 
自噴

(400) 
60成

44.0 43. 3.10 ブール 〇隼人町役場

55 稲満氏湯
姫城山對 

1771-イ

掘さく 
機械 
揚湯

(250) 55.0 43. 9. 7
園 芸 
自家用

O隼人町姫城1773 
稲満卜す保

56

山

ノ

湯

不老温泉 浜之市

〇大正8年掘さく（- 36（）米• 48℃ ）
。大正13年温泉場設置（不老泉）
。その後温度低下•昭和7年再掘さく （5（）℃ ）
。その後温度低下• くっさく中（昭和41年）

0隼人郷上読本（参考文献 
参照）を参考としたC

57
真孝宇都 

馬場998

掘さく 
機械 
揚湯

(400) 
50mp 45.0 43.11.29 従業員用 O福山町福山771 

医療法人、仁心会

A 1
山ノ •湯

1 サ

嘉例川小牧 

原3778

掘さく 
白噴 
機械 
揚湯

75 
%田

52.5
54.2
47.0

34. 7.19
38. 3.17
40. 9. 26

重炭 
酸泉

公衆浴場 
旅館内湯

〇三国各勝図会に記述 

OA-2 山ノ湯荘利用 
〇嘉永3年（1850）発見

A 2
山ノ湯

2 号

嘉例川小牧 

原3778
自然 
湧出

100
100

55.8
56.7
56.0

34. 6.18
38. 3.17
40. 9. 26

a
公衆浴場 
旅館内湯

〇文化5年（1808）藩主 
浴室修築の記詳あり

A 3
山ノ湯

3 号

嘉例川小牧 

原3778
自然 
湧出

60 56.7
56.0

38. 3.17
40. 9. 26

it 未利用
。附近河川中に自然湧出個 
所多数,

A 4 せせらぎ
嘉例川 

3784-1
自然 
湧出 70

51.5
51.5

40. 9. 26
41.8.12

a 旅館内湯
〇河川敷に工事（昭和40年） 

ポンプア/プして対岸に 
送る、

B 1 妙

見

安楽郷 
共同浴場

嘉例川
掘さく 

13噴
70
100

42.0
40.5

38. 3.16
40.11.14

it 公衆浴場
O昭和17〜18年頃設置。
O土地•源泉は東条経治所 
有と思われる。

B 2 園田氏湯 嘉例川4410
掘さく 
白噴

90 32.8 40. 5.1 ― 未利用
〇昭和40. 5掘さく （-102 
米）孔底36℃

0-30米にて30ての湧水

58

国

分

国 分 
浜田温泉

国分市中山 

崎284

掘さく 
機械 
揚湯

2m 37.5
37.0

35. 6. 8
41.5. 8

含7ロー 
ム塩化土 
験食塩 
泉

公衆浴場
。昭和30年頃掘さく。以後 
2回増掘

〇掘さく深度（一520米2）
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第2図隼人地区温泉位置図
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第3図 隼人地区温泉位置図
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第4図新川溪谷における源泉分布図
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第5図 隼人温泉の掘さ〈柱状図
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第6図 隼人地区地質図

崖錐 シラス 溶結凝灰岩類

•砂礫層 国分層 古期安山岩類
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隼人町源泉の概況（昭和59年12月19日現在） ※廃孔，未利用，自家用の温泉名•湧出量は空欄）

番号
通称 
温泉名

温泉名 湧 出 地 湧出量 泉温 備 考

1

姫 

城 

地 

区 

.
—
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

K K中川海運湯 姫城下新原1368 - 5
立/'分 

80.0
℃ 

55.0
鹿児島市住吉町13- 3 中川盛太郎

2 隼人温泉病院 姫城下新原1345 -1 115.0 56.5 国分市清水722 岩城政秋

3 日 高 湯 姫城下新原1336 61.0 49.5 鹿児島市西千石町97 医療法人仁風会

4 姫 城 荘 姫城金竹1301- 2 55.0 51.0 姫城1287 迫田義照

5 佐々木湯 姫城金竹1300 - 2 71.0 52.0 東郷1116 佐々木フミ

6 星 華 苑 姫城金竹1261- 6 49.0 姫城1289- 3 脇田重二

7 春 ロ 湯 姫城上新原1484 - 4 130.0 47.0 姫城1484 春口静哉

8 いずみ荘 姫城上新原1497 -1 70.0 52.0 姫城1497 -1 出水清志

9 東 村 湯 姫城竿境1719- 2 54.0 51.5 姫城1743 -1 東村健一

10 弓 場 湯 姫城鏡原1649 - 3 40.0 48.0 鹿児島市平之町4 - 3 弓場国良

11 高 野 湯 姫城金竹1297 -1 130.0 50.8 姫城1297 高野ヨシエ

12 丸 福 荘 姫城金竹1296 52.0 50.0 大阪市浪速区恵比須3-83 重森貢

13 鶴 丸 姫城鏡原1667- 4 46.8 45.0 東郷106 鶴丸トミ

14 盛 湯 姫城1056 - 2 70.0 45.0 国分市広瀬710 -27 新盛栄

15 中水流湯 姫城2260 120.0 51.0 姫城2260 中水流正行

16 西 湯 姫城平岡2719 - 3 50.0 鹿児島市吉野町9692 西興太郎

17 本 間 湯 姫城栗ヶ迫1923 55.0 札幌市中央区南条西1- 8 本間英明

18 岡元（壮）湯 姫城地蔵田2547 -1 56.0 49.0 姫城2547 岡元壮

19 紙 屋 信 姫城天神2452 -1 50.5 姫城1090 紙屋信雄

20 中 村 湯 姫城宇都2231 35.0 鹿児島市下竜尾町8-16 中村保雄

21 西 田 湯 姫城大鳥1995 - 3 57.0 鹿児島市中央町15-1三州農林K K

22 it 姫城大鳥2002- 2 120.0 54.0 国分市上井79 蔵原源次

23 吉 満 湯 姫城羽坂1047 - 2 100.0 52.0 姫城1019 桁山栄二

24 酒 匂 湯 姫城中城口 2662 - 3 60.0 46.0 姫城2427 酒匂秀章

25 芝 湯 姫城羽坂1086 - 2 44.0 牧園町三体堂1751 芝 隆

26 南田（速）湯 姫城栗ヶ迫1913 60.0 姫城1747 南田速男

27 福 盛 湯 姫城中城口 2626-1 51.0 姫城2626 福盛菊夫

28 村 上 湯 姫城鏡原1685 48.0 姫城1629 村上米子

29 姫城宇都2173 - 2 54.0 西光寺9 蔵元徹也

30 吉 丸 湯 姫城中城口 2646 48.0 姫城2647 吉丸義則
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番号
通称 
温泉名

温泉名 .湧 出 地 湧出量 泉温 備 考

31

姫 

城 

也 

区

山野共同温泉1号泉 姫城取納田1590
立/分 

82.6
℃ 

46.0 姫城山野共同温泉

32 " 2号泉 a 45.0 it

33 清姫温泉 姫城取納田1569 1号泉〜6号泉現在使用せず 
姫城1568 米田清武

34 国 分 荘 姫城取納田1548 - 2 95.0 54.5 国分市向花584 藤田勉

35 中 馬 湯 姫城取納田1531-1 93.0 55.0 国分市広瀬1387 中馬成

36 ねむの湯 姫城上新原1521 114.0 54.0 蒲生町上久徳2427 山下忠裕

37 増 田 湯 姫城七ヶ所2345 49.5 姫城2491 増田美秋

38 清 田 湯 姫城地蔵田2588 - 2 45.0 姫城2584 清田虎熊

39 紙屋（利）湯 姫城千字丸956 -1 46.0 姫城1080 紙屋利徳

4() 栄 園 湯 姫城石踊1162 - 6 47.0 姫城1160-イ 栄園正三

41 前 田 湯 姫城七ヶ所2291- 2 58.0 西光寺1875 前田三喜男

42 岡 元 湯 姫城石樋2484 -1 45.0 姫城2547 岡元壮

43 アサヒ開発（有）湯 姫城地蔵田2535 - 2 47.0 加治木町本町240 アサヒ開発

44 西 田 湯 姫城大島2002- 2 120.0 54,0 国分市上井79 蔵原源地（土地）
国分市福島2503 西田知義（利用）

45 （住隼人興業 姫城宇都2164 - 2 130.0 57.0
嘉例川2253- 4 竹ノ内乂- （土地）
嘉例川4383- 7 田代重利（利用）

46 西田キミ湯 姫城地蔵田2609 70.0 50.() 姫城2586 西田キミ

47 紙 屋 湯 姫城宇都2113 100.0 57.0 内山田1-8 紙屋勝徳

48 占永（ノ）湯 姫城七ヶ所230（） 100.0 53.0 姫城2380 吉永ノリ

49 佐 藤 湯 姫城大鳥2057 -1 120.0 51.5
国分市清水112 松田正行（上地）
姫城1108 佐藤国雄（利用）

5() 佐 藤 湯 姫城大鳥2045 100.0 50.0 鹿児島市永占町294 原口跆广（土地）
姫城1108 佐藤国雄（利用）

51 武 湯 姫城七ヶ所2362 - 3 70.0 52.0 北九州市小倉区北方1（）5 武爲雄

52 新 盛 湯 姫城石樋2501 100.0 49.0 国分市中央3-9-14新盛幸广

53 桐 原 湯 姫城地蔵田2563 - 5 100.0 46.0 姫城2563 桐原忠利

54 南 田 湯 姫城栗ヶ迫1960 100.0 53.0 姫城1092 盛田善盛（上地）
松永419 改田秀盛（利用）

55 本 田 湯 姫城大鳥2072 70.0 55.0 国分市重久3 - 2 本田友市

56 机 山 湯 姫城平下908 - 3 70.0 46.0
鹿児島市紫原5 - 3 -26 
中尾エキ 是枝恒雄

57 西 湯 姫城平岡2707 -1 60.0 47.0 鹿児島市吉野町9692 西與太郎

5« 荻 尾 湯 姫城千次丸1（）12 - 3 50.0 45.0 国分市姫城2768 荻尾フジ

59 古田温泉 姫城1263 - 2 200.0 48.0 姫城1263- 2 原田盛正

60 a a 84.0 54.0 a
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番号
通称 
温泉名

温泉名 湧 出 地 湧出量 泉温 備 考

61

姫 

城 

地 

区

姫城1294 - 4
立/分

200.0
七 

48.0
黒木タカ

62 司 旅 館 姫城1141-1 87.0 54.0 浜田ルり

63 姫城1269 - 9 150.0 54.0 小笹ナル

64 姫城1纵）0 150.0 56.0 姫城2271 大迫三郎

65 姫城966 60.0 45.0 鹿児島市大黒町3 -17 古山徳次

66 姫城1256 - 2 76.5 44.0 姫城1147 西小城京r

67 姫城1135- 2 72.0 54.0 姫城1139 藤田タカ

68 おしどり温泉 姫城1269 - 7 50.0 56.0 姫城1269- 7 川越実夫

69 山 月 荘 姫城1121-1 150.0 51.0 姫城1121-1 原田賢吾

70 姫城1823 -1 24.9 53.5 姫城1751 中西克己

71 姫城1459 - 3 50.0 鹿児島市小川町6 検見崎幸男

72 姫城2476 - 2 100.0 52.0 郵船タクシー

73 姫城2697 - 2 10().() 47.0 末吉町1828 南九州畜産興業

74 姫城1523 - 2 32.0 50.6 姫城1528 新豊良广

75 姫城982 -1 1()().() 47.0 国分市姫城2768 荻尾イネ

76 姫城941- 2 50.0 42.8 小浜重行

77 姫城1771ーイ 95.0 54.0 姫城1773 稲満十寸保

78 姫城1178 -1 50.0 渡辺組

79 姫城1884 - 4 51.0 隼人町

80 姫城17.90 - 3 129.() 46.0 姬城1790 汴曲英政

81 姫城1864 - 3 51.0 50.0 姫城1765 蔵元輝男

82 姫城1619 40.0 54.0 姫城1619 改田秀二

83 姫城1748 - 3 54.0 改田トヨF

84 姫城1805 - 2 52.0 見次944 内村正盛

85 姫城1803 - 2 87.0 55.0 東村綱雄

86 姫城1728 -1 44.0 姫城1751 中西克J

87 姫城1183 - 3 53.0 鹿児島市谷山塩屋町855 川畑担

88 姫城1383 -1 60.0 鹿児島市照国町15-1 馬場勝二

89 姫城1808 100.0 50.0 姫城1911-27 後平直助

90 姫城1647 52.0 野久美田285 東村栄
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番号
通称 
温泉名

温泉名 湧 出 地 湧出量 泉温 備 考

91
姫
城
地
区

姫城1215- 2
立/分 

86.0
℃ 

50.0
姫城1215 - 2 末広進

92 姫城1154 - 4 200.0 52.0 姫城1127-1 馬場国良

93 姫城1911- 3 53.0 国分市向花1638 鵜木房子

1

松 

永 

地 

区

松永一条3724 34.2 城山観光K K

2 松永一条3724 130.0 39.0 城山合産

3 松永3804 -1 100.0 37.0 松永1231 万膳ミツエ

4 松永358-1 49.0 国分市新町460 時任善熊

5 松永332 48.0 牧園町三体堂1571 堤良彦

6 松永433 -1 102.0 44.0 松永3674 改田スミ广

7 松永319-1 60.0 44.0 隼人町

8 松永612 - 2 108.0 41.0 細山田実

9 松永342 - 2 49.0 タブチフォセノト 田渕昌嘉

10 松永275 67.2 35.0 抑岩重商事

11 松永489 45.0 東郷1069 有川向上

12 松永507 -1 66.0 42.0 宮之城町屋地1031 永田正穂

13 山 内 湯 松永京田795 150.0 46.0 姫城1619 山内雅一

14 片 平 湯 松永竹山2131 70.0 43.0 松永1671 片平金次郎（土地）
内1552 片平政広（所有）

15 今 井 湯 150.0 46.0 始良町東餅田3926 - 2 今井清

16 111 崎（ヨ）湯 松永藤熊1615 -1 70.0 41.0 松永1663 川崎照雄

17 西 園 湯 松永花山2957 - 2 150.0 47.0 松永2957 西園叶

18 松永280 - 3 200.0 46.0 国分市中央3 -24-27 西田清則

19 万膳（良）湯 松永川原田1231 60.0 47.0 松永1039 岩崎良文（土地）
松永1102 万膳良広（所有）

20 岩城義湯 松永糸原1224-1 150.0 46.0
松永1231 岩城勝（土地） 
松永1231 岩城義雄（所有）

21 川 崎 湯 松永藤野1651 350.0 48.0 松永1663 川崎照雄

22 吉永（エ）湯 松永野間292 100.0 50.0 国分市重久197 吉永エミ子（土地）
松永265 吉永エミタ（所有）

23 津曲（益）湯 松永平熊1521 130.0 48.0 松永1531 律曲清（土地）
松永578 津曲益雄（所有）

24 松 元： 湯 松永赤石川原1814 -1 250.0 50.0 松永3037 - 2 松元栄

25 実践学園3号泉 松永下園田3474 -1 46.0 鹿児島市高麗町5 -27学校法人実践学園

26 津田和湯 松永森3282 - 4 50.0 松永2974 津田和操

27 空港施設湯 松永道田1678 48.1 空港施設場
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番号
通称 
温泉名

温泉名 湧 出 地 湧出吊： 泉温 備 考

28

松 

永 

地 

区

脇 元 湯 松永三田坪417 - 6
立/分 で 

41.0 加治木町本町406 脇元実雄

29 津曲（宗）湯 松永川原園5491 47.0 松永573 津曲宗雄

30 吉永（和）湯 松永片平田619 -1 46.5 松永667 吉永和子

31 三州農林湯 松永野田237 50.0 鹿児島市中央町15-1 三州農林K K

32 吉永（エ）湯 松永川原園523 44.0 国分市重久197 吉永エミ子

33 実践学園 松永下園田3474-1 44.5 鹿児島市高麗町5-27 学校法人実践学園

34 松 山 湯 松永三田坪478 -1 47.0 鹿児島市永吉町765-77 酒旬 崇

35 方永（好）湯 松永片平田649ーイ 43.0 松永667 吉永好美

36 実践学園2号泉 松永下園田3476-1 45.5 鹿児島市高麗町5- 27 学校法人実践学園

37 津曲共同温泉 松永川原田1133- 2 60.0 47.0 松永1040 津曲共同温泉

38 浜島病院1号泉 松永加治屋村3320 25.0 37.0 松永3320 国立療養所霧島病院

39 " 2号泉 53.0 47.0 〃 〃

40 松永ラムネ湯 松永三田坪395 70.0 49.5 松永三田坪395 藤本カツ子

41 前 田 松永602 49.0 松永602 前田さち

42 有 村 湯 松永水ヶ谷3670 - 2 霧島町田口19 有村清治

43 森文雄湯 松永角迫3163ーロ 60.0 37.0 姫城2056 鶴丸エイ子

44 以 田 湯 松永宇都3065 -1 150.0 46.0 松永3062- 2 川原園三男（土地）
松永419 改田秀盛（所有）

45 財 前 湯 松永龍木田2625 -1 150.0 44.0 小倉市南区下城野3-7-3財前幸子（土地）: 
仝、財前哲夫（所有）

46 霧島病院3号泉 松永加治屋村3320 160.0 51.5 国立療養所霧島病院 厚生省

47 冨 元 湯 松永石関2784 -15 400.0 33.0 内1512 冨元惣一

48 岩 崎 湯 松永岩下947 100.0 50.0 東郷997 岩崎春男

1

妙 

見 

地 

区

妙 見 館 嘉例川四十田4386-20 155.0 50.5 嘉例川4386 鎌田一郎

2 田 代 湯 〃 4385- 4 30.0 47.0 嘉例川4385- 4 田代重利

3 霧島妙見ホテル " 4376-1 185.0 51.5 鹿児島市武町570 石原貫一郎

4 東 条 湯 〃 4369- 2
6.3
51.0

37.0
46.0

鹿児島市下荒田町44 東条マス

5 妙見温泉 〃 4368- 3 76.0 45.0 嘉例川4368 前田八重

6 立 元 湯 嘉例川立花4389-1 600.0 44.6
喜例川4392 立元靖（土地）

立元寅信（所有）

7 久 保 湯 嘉例川立花4401-2 415.0 39.9 嘉例川4387 竹下武雄（土地）
久保春雄（所有）

8 田 代 湯 嘉例川四十田4383- 5 640.0 52.2 嘉例川4785 隼人興業（土地）
嘉例川4385 田代重利（所有）

9 嘉例川部落湯 33.0 安楽橋下、部落湯
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番号
通称 
温泉名

温泉名 湧 出 地 潮出最 泉温 備 考

10

妙 

見 

也 

区

山 口 湯 嘉例川四十田4375-10
立/分 ℃ 

39.7 嘉例川4375-10 山口純夫

11 ホテル渓谷 嘉例川4473 - 7 300.0 45.0 姫城1289- 3 脇田道子

12 嘉例川4470 - 2 37.0 38.0 都城市上町 中村伸三

13 嘉例川4447 24.0 内山田86-2 中須矢吉

14 "4463- 3 132.0 33.0 鹿児島市照国町15-1 馬場勝二

15 " 4424-1 32.0 嘉例川4418 藤田義秋

16 〃 4469-1 200.0 44.0 都城市上町 中村伸三

17 " 4417-1 250.0 41.0 嘉例川4418 藤田義秋

18 a 4465-1 300.0 37.0 嘉例川4466 竹下義国

19 a 3778 44.0 44.0 嘉例川共同

20 山之湯荘 a 3780-1 251.0 58.0 国保連介会

21 >1 4333- 2 48.0 （河川敷） 藤川義太郎

1

東 

郷 

地 

区

H当山旅館 東郷162 - 2 142.8 46.0 東郷119 牧之瀬スズ子

2 辰 元 陽 東郷前田24 -1 60.0 34.0 朿郷147 辰元盛夫（土地）
辰元照之（所有）

3 侏懦どん湯 東郷高江119- 3 80.4 42.3 東郷547 種子田深外5号泉

4 輝北温泉 東郷高江119 102.0 45.5 東郷高江119 福吉シズ子3号泉

5 東郷山下1155- 6 7.0 34.3 隼人町長

6 洗 心 閣 東郷1679 -1 264.0 50.0
有村満夫（河川敷） 
旧大正館-*洗心閣

/ III 畑 湯 東郷神剣1527 -1 100.0 45.2 国分市仲町1618 川畑光厳

8 鶴 丸 荘 東郷ト林堂1589 114.0 51.8 国分市重久596 鶴丸兼清

9 鶴 丸 湯 東郷占川1605 37.0 57.0 東郷11（）鶴丸謙治

10 相 丸 東郷神剣1513 -1 42.5 東郷154 福丸金次郎

11 郡山春済外4名島 東郷十十堂1563- 3 180.0 58.0 束郷1009 永吉吉徳（土地）
出水市武本9596 - 4 郡山春済他4名（所有）

12 東郷1546 - 3 40.0 36.0 加治木町朝日2 第一建設K K

13 東郷1500 - 3 200.0 48.0 東大阪市長堂2 -23 塩川満蔵

14 東郷1653- 2 26.2 43.0 松永1231 万膳ミッエ

15 東郷1574-56 109.0 41.0 東郷997 岩崎春雄

16 侏儒どん湯 東郷1682 - 54 148.0 42.0

17 東郷1321-14 200.0 41.0 有川向上

1 内湯元1477- 2 150.0 47.0 内1569 横井「年
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（注）昭和46年3月末現在の表と重複分あり

番号
通称 
温泉名

温泉名 湧 出 地 湧出量 泉温 備 考

2

内 

地 

区

望^■荘 内湯元1470 - 3
立/分 

165.0
で 

53.0
内1470 鮫島辰弥、3号泉

3 旧玉泉館 内湯元1479 ー 2
49.8
80.0

38.0
47.0

内1479-1
㈱玉泉館11号• 2号泉

4 旧 大 観 内湯元1469 -1 51.0
40.0

51.0
49.5 内1469-1 豊増正夫、1号・2号泉

5 小 松 湯 内湯元1466 96.0 48.0 内1466 小松シゲ

6 西郷どん湯 内湯元1462 126.0 50.0

7 内湯元1484 - 2 111.0 48.0 内1484 本木裕孝

8 内旱迫1440 - 3 46.8 48.0 内1440 岩城松男

1

其 

孝 

地 

区

真孝1127-1 50.0 永井キミ

2 a 998 50.0 45.0 福山町福山771 医療法人仁心会

3 a 738- 2 150.0 44.0 山元善兵衛

4 11 3390- 2 200.0 35.0 MB C開発

5 >1 1710-1 80.0 45.5 富士製作所

6 a 1382- 2 52.0 川越三郎

1 西

光

寺

地

区

本 瀬 湯 西光寺後田243 - 2 国分市松木616 本瀬田鶴子（未利用）

2 西光寺3434 - i 32.0 東郷1010 川原善男

3 〃 3491-1 35.0 都城市上町 中村伸三

4 〃 186 50.0 35.0 西光寺207 荒瀬ーニ

5 a 10 60.0 40.0 末広秋男

1 内
山
111

南九観光会館 内山田1627 200.0 41.0 内1392 -1 矢野親男

1 住
上
：：

住吉522-42 70.0 45.0 ㈱国分隼人衛生公社
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正
八
幡
宮
を
再
興
し
て
い
る
。
叡
山
で
は
第
四
十
八
世
の
座
主
に
当
り
、
 

清
水
台
明
寺
を
康
治
元
年(

一
 

一
四
二)

に
創
建
し
て
い
る
の
で
、
 

天
台
座
主
転
出
約
四
年
後
に
な
り
齟
齬
し
て
く
る
。
西
光
寺
は
支
院
多
く
別
当
坊•

円

蔵

坊•

正

覚

坊•

普

門

坊• 

脇

之

坊•

田

中

坊•

善

珂

坊•

咸

陽

坊•

白
坂
坊
等
の
寺
跡
が
あ
り
、
 

正
宮
弥
勒
院•

台

明

寺•

西
光
寺
と
三
寺
て
い
立
の
形
で
あ
っ
た
。
寛

治

二

年• 

五

年•

六

年•

六

年•

七
年
数
回
に
わ
た
り
正
八
幡
宮
が
火
災
を
起
し
て
い
る
。(

大
日
本
史)

嘉

保

元

年(

一
〇
九
四)

十
一
月
に
火
災
、承
徳
元
年(

一

〇
九
七)

正
八
幡
宮
は
遷
宮
し
、
 

鑰
を
鑰
島
神
社
へ
奉
遷
、
 

天

仁

元

年(

一
一 0

八)

天
永
元
年 

の
い
ず
れ
の
年
に
、
国
分
正
八
幡
宮
執
印
行
賢(

行
玄)

吉
田
を
神
領
と
し
た
。
永

久

二

年(

一
 

一
一
四)

小
松
左
近
将
監
宗
平
、
 

正
政
所
と
し
て
宮
内
に
下
向
、
 

法
橋
と
し
て
代
々
別
当
職
に
あ 

っ
た
。
保

安

二

年(

一
一
ニ
一)

藤

原

忠

実(

父
は
師
通
で
、
 

祖
父
師
実
の
養
子
と
な
り
、
知
足 

院
と
称
す)

が
帖
佐
三
七
〇
町
を
正
八
幡
宮
へ
寄
進
し
て
い
る
。

た
だ
し
帖
佐
別
符
の
東
西
十
町 

は
大
宮
司
別
当
大
法
師
龍
円
領
、
 

平
山
村
五
町
は
権
政
所
知
行
、
 

山
田
村
一
八
町
は
源
助
重
下
向
知 

行
と
な
る
。
荘
園
領
主
に
異
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
藤
原
舜
清
が
蒲
生
院
総
領
職 

を
拝
任
し
て
い
る
。
従
三
位
侍
従
藤
原
基
通
の
子
、
 

藤
原
教
通
が
宇
佐
八
幡
大
宮
司
の
娘
を
娶
り
、
 

舜
清
が
生
ま
れ
た
。
藤
原
基
通
は
近
衛
基
通
と
も
称
し
、
 

近
衛
家
の
祖
基
実
の
子
で
あ
る
。
舜
清 

は

保

安

元

年(

一
ニ
一
〇)

大
隅
国
垂
水
に
下
向
、
 

保
安
四
年
蒲
生
院
総
領
職
と
な
る
。
蒲
生
と 

吉
田
の
二
荘
を
領
し
、
 

蒲
生
を
号
し
、
 

蒲
生
城
を
居
城
と
し
た
。
子
孫
は
四
百
二
十
五
年
後
、
 

第 

1

ハ
代
蒲
生
範
清
が
島
ilt
黄
久
に
破
れ
、
 

祁
答
院
に
退
去
し
、
 

浦
生
は

元

和

四

年(

一
六
一
八)

、
 

島
津
義
弘
の
直
轄
地
と
し
て
、
 

比
志
島
美
濃
国
真
を
蒲
生
地
頭
、
 

市
来
内
蔵
助
を
松
坂
地
頭
、
 

鎌 

田
刑
部
左
エ
門
尉
政
年
を
帖
佐
地
頭
、
梅
北
国
兼
を
山
田
地
頭
に
任
命
し
て
い
る
。
蒲
生
氏
攻
略 

の
戦
略
と
し
て
、
本

田

董

親(

清
水
城)

の
攻
略
が
第
一
段
、
肝

付

氏(

加
治
木
城)

と
の
同
盟

日吉山王神社（隼人町中西光寺）
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が
第
二
段
、
 

第
三
段
が
蒲
生
氏
を
攻
撃
し
て
、
祁
答
院
良
重
の
勢
力
を
駆
逐
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
蒲
生
氏
の
牙
城
岩
剣
城
攻
略
の
際
、
 

島
津
貴
久
が
再 

度
正
八
幡
宮
の
御
籤
を
抽
い
て
い
る
。
舜
清
の
新
正
八
幡
は
正
八
幡
に
と
っ
て
は
本
所
を
同
じ
く
す
る
だ
け
に
、
 

心
穏
や
か
で
は
な
か
っ
た
。
天
承
元
年 

(

一
一
三
一)

正
八
幡
宮
の
行
賢
が
台
明
寺
に
田
畠
を
寄
進
、
康

治

元

年(

一
一
四
二)

行
玄
上
人
奉
納
の
神
鏡
が
日
吉
山
王
社(

西
光
寺)

に
寄
進
、
 

台
明
寺
に
も
行
賢
の
寄
進
状
が
あ
る
。
大
隅
国
分
寺
観
音
堂
左
に
石
塔
あ
り
、
康
治
元
年
十
一
月
六
日
の
銘
あ
り
。
久

安

元

年(

一
一
四
五)

十
二
月
、
 

行
玄
座
主
を
辞
任
す
。
行
玄
が
正
八
幡
に
着
任
以
来
、
社
寺
の
再
興
、
諸
司
の
継
承
、
上

宮
•

中

宮•

下
宮
の
設
定
、
神
官
の
空
席
を
補
任
し
た
。

ま
た 

前
別
当
経
官
大
法
師
龍
円
咎
に
よ
り
座
主
を
更
迭
さ
れ
て
い
る
。
龍
円
は
清
僧
で
あ
っ
た
が
従
来
の
慣
例
に
復
帰
し
て
妻
帯
と
な
り
、
 

横
川
の
人
で
あ
る 

祐
範
が
着
座
し
た
。
祐
範
は
龍
円
に
師
事
し
て
い
た
の
で
祐
円
と
改
め
、
正
宮
領
四
十
町
を
支
配
し
て
い
る
。
山
城
国
吉
田
神
主
ト
部
宿
禰
の
奉
文
に
、
 

祐
範
を
弥
勒
寺
の
僧
と
な
し
、
大

法

師•

経
官
職
な
ら
び
に
宮
司
政
所
職
を
兼
帯
、
権
座
主
経
官
を
仏
事
執
行
に
、
神
前
は
宇
留
島
氏
、
別
当
が
神
寺
を 

奉
行
す
る
と
し
て
い
る
。
久

寿

元

年(

一
一
五
四)

行
玄
上
人
五
十
八
歳
で
没
し
て
い
る
。

大

隅

国

正

八
幡

宮(

鹿
児
島
神
宮)

領

に

帖

作(

佐)

郷
(

蛤
良
郡
始
良
町)

が
あ
り
、
承
久
年
間
に
御
家
人
良
西
が
正
八
幡
宮
の
神
王
面
を
奪
取
す 

る
事
件
が
あ
っ
た
。
元

久

元

年(

ニ
一
〇
四)

正
八
幡
宮
が
本
所
で
あ
る
石
清
水
八
幡
宮
へ
愁
訴
し
、
幕
府
が
補
任
し
た
中
原
親
能
の
地
頭
職
が
停
廃
さ 

れ
て
い
る
。

そ
の
の
ち
三
箇
所
の
地
頭
が
補
任
さ
れ
、
そ
の
一
人
が
肥
後
房
良
西(

佐
氏
の
祖)

で
あ
る
。
 

正
八
幡
宮
領
は
大
隅
国
総
田
数
三
〇
一
七
町
五
反
余
の
う
ち
、

一
ニ
九
六
町
三
反
余
で
約
四
三%

を
占
め
、
石
清
水
八
幡
宮
を
背
景
に
年
貢(

宮
物) 

を
国
衙
、
公

事
(

人
を
対
象
と
す
る
賦
課)

を
正
八
幡
宮
に
納
め
る
半
不
輸
祖
領
が
七
九
五
町
八
反
余
も
あ
り
、
特
異
な
扱
い
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
 

正
八
幡
宮
神
官
諸
職
に
あ
る
御
供
所®

寝
氏
、
修
理
所
酒
井
氏
、
御
馬
所
税
所
氏
、
御
馬
所
加
治
木
氏
な
ど
宮
方
御
家
人
で
あ
り
、
同
時
に
正
八
幡
宮 

諸
職
で
も
あ
る
と
い
う
両
属
の
形
を
と
っ
て
い
る
。

暦

応

二

年(

二
二
三
九)

に
足
利
尊
氏
は
島
津
貞
久
の
子
、
川
上
頼
久
に
大
隅
国
桑
東
郷
、
桑
西
郷
を
与
え
た
が
、
島
津
氏
が
薩
摩
、
大
隅
国
の
寺
社 

本
所
領
の
半
済
分
以
下
の
所
領
分
を
懇
望
し
た
の
に
対
し
拒
否
し
た
為
に
島
津
に
反
発
さ
れ
幕
府
の
九
州
席
巻
は
一
頓
挫
し
、
南
朝
方
制
圧
に
支
障
を
生 

じ
た
。
幕
府
は
九
州
探
題
斯
波
氏
経
を
し
て
大
反
、
 

少
弐
氏
と
の
提
携
を
は
か
る
。
少
弐
は
古
く
か
ら
の
大
宰
府
長
官
の
格
式•

権
威
回
復
の
た
め
の
打 

倒
探
題
に
走
り
、
島

津

も

隅•

日
二
国
を
比
企
能
員
事
件
に
連
坐
し
て
北
条
幕
府
に
没
収
さ
れ
た
遺
恨
や
足
利
直
冬
に
味
方
す
る
日
向
守
護
畠
山
直
顕
と 

の
対
立
、
 

薩
隅
両
国
の
古
来
か
ら
の
国
衙
官
人
系
土
豪
領
主
に
挾
撃
さ
れ
、
新
守
護
で
あ
る
島
津
氏
は
苦
境
に
た
た
さ
れ
た
。
応

安

三

年

二 

三
七
〇) 

正
八
幡
宮
領
の
加
治
木•

古

田•

栗

野
•

小
河
院
内
に
散
在
す
る
御
供
田
が
次
々
に
押
領
さ
れ
、
島
津
氏
や
在
地
領
主
層
の
正
八
幡
宮
領
へ
の
侵
奪
が
は
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じ
ま
る
。

天

文

十

七

年(

一
五
四
八)

の
島
津
貴
久
と
樺
山
善
久(

生
別
府
城
主)

が
協
力
し
て
宿
敵
本
田
董
親(

国
分
隼
人
城•

清

水

城•

姫
城
の
城
主)

を 

降
し
、
 

翌

年

肝

付

兼

演(

加

治

木•

溝
辺
を
支
配
す
る
城
主)

を
破
っ
て
、
 

大
隅
侵
攻
へ
の
橋
頭
堡
を
構
築
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
 

樺
山
家
の
墓
地
は
小
田
中
福
良
大
谷
に
あ
る
。
島
津
氏
の
庶
流
で
あ
り
、
 

大

永

元

年(

一
五
ニ
一)

曄
山
長
久
が
日
向
よ
り
小
田
に
移
り
、
 

永
禄
十
二 

年
(

一
五
六
九)

樺
山
善
久
が
横
川
に
移
さ
れ
る
ま
で
の
墓
地
で
、
 

五

輪

塔•

宝
筐
印
塔
が
多
く
み
ら
れ
る
。
 

竹
林
山
衆
集
院
台
明
寺
は
開
山
祖
像
、
 

中
興
開
山
行
玄
、
円

台

房(

天
承
の
人)

、
俊

恵

房
(

治
承
の
人)

、
 
□

千

阿

闍

梨(

正
嘉
の
人)

、
 

印
禅
法
印 

(

暦
応
の
人)

、
印
清
阿
闍
梨
、
栄
印
阿
闍
梨
、
豪
栄
法
印
、
実
祐
権
律
師
、
 

重
栄
権
律
師
、
開
基
よ
り
四
ト
四
代
住
僧
不
詳
、
十
代
島
津
立
久
の
時
改
宗
、
中
興 

真
言
開
山
栄
賢
阿
闍
梨(

永
正
の
人)

、
二
世
快
賢(

天
文
の
人)

、
三
世
寛
遍
、
四
世
精
誉
、
五
世
憲
誉
、
六
世
精
宥
、
七
世
来
精
、
八
世
精
賢
、
九
世
成
傳
、
十
世
盛
阿
、
 

十
一
世
盛
忠
、
十
二
世
真
盛
、
十
三
世
盛
意
、
十
四
世
覚
岸
、
十
五
世
覚
英
、
十
六
世
快
遍
、
 

享
保
十
一
年
八
月
、
吉

貴

公•

継
豊
公
の
命
に
よ
り
弥
勒 

院
の
末
寺
と
し
て
、
大
興
寺
と
同
格
と
な
る
。
再
び
天
台
宗
に
改
宗
中
興
開
山
鷲
峯
鼻
祖
大
僧
都
憲
英
、
二
世
寂
応
、
 

三
世
憲
瑞
、
四
世
英
良
、
五
世
憲 

巖
、
六
世
良
宜
、
七
世
憲
盛
、
八
世
憲
林
、
九
世
見
定
、
十
世
良
宜
、
天
台
宗
中
興
開
山
憲
英
法
印
は
島
津
吉
貴(

二
十
一
代)

の
信
任
厚
く
、
小
根
占 

の
安
楽
寺
、
正
宮
の
弥
勒
院
を
中
興
し
、
現
在
辻
の
角
に
あ
る
保
食
社
々
殿
を
創
建
し
て
い
る
。

こ
の
社
殿
は
も
と
弥
勒
院
内
十
林
堂
の
前
に
あ
っ
た
白 

鷺
池
の
弁
才
天
で
あ
る
。
十
林
堂
は
正
宮
の
山
に
あ
っ
た
廃
堂
を
寛
保

元

年
(

一
七
四
一)

に
此
処
に
移
し 

弁
才
天
は
元
文
五
年(

一
七
四 

〇)

創
建
し
、
弥
勒
堂
と
同
じ
場
所
に
あ
っ
た
も
の
を
、
享
保
九
年(

一
 

七
二
四)

此
処
に
遷
し
た
。

正
宮
の
護
摩
所
で
あ
っ
た
補
陀
洛
山
正
護 

寺
密
常
院
も
憲
英
が
再
興
し
て
い
る
。

清
水
菩
提
所
と
し
て
仏
頂
山
楞
厳
寺
が
あ
る
。
台
明
寺
が
清
水
城
の 

鬼
門
に
当
る
祈
願
所
で
あ
る
が
、
そ
の
清
水
城
主
島
津
右
馬
頭
忠
将
の 

菩
提
寺
と
変
っ
た
の
が
楞
厳
寺
で
あ
る
。
応
永
年
間
、
本
田
因
幡
守
親 

治
が
清
水
領
主
の
時
、
自
性
禅
師
を
招
い
て
開
基
し
、
惣
勝
寺
と
号
し 

た
。

二
世
機
堂
、
三
世
巨
海
、
四
世
天
秋
、
五
世
明
心
、
六
世
善
室
、

宝筐印塔（樺山家小田•中福良•大谷）
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楊巌寺墓地（国分市清水）

七
世
清
室 

八
世
代
春
、
 

九
世
悦
傳 

十
世
安
清 

十
一
世
近
沢 

十
二
世
大
洞 

十
三
世
才
室
、
 

十
四
世
松
堂
、
十
五
世
棟
陽
、1

六
世
春
沢
、
十
七
世
白
翁
、
 

十
八
世
活
山
、
十
九
世
実
堂
、
二
十 

世
雲
口
、
二
十
一
世
随
岩
、
二
十
二
世
大
雄
、
二
十
三
世
臥
雲
、
二
十
四
世
大
鵬
、
二
十
五
世
円
岸
、
 

二
十
六
世
本
達
、
二
十
七
世
性
徹
、
二
十
八
世
古
巌
で
あ
る
。

十
一
世
近
沢
和
尚
は
姫
城
小
庵
龍
護 

山
洞
泉
寺
の
開
山
で
あ
る
。
尚
妙
法
寺
、
総
昌
寺
、
 

養
心
軒
、
福
山
大
安
寺
も
楞
厳
寺
の
支
配
下
に 

あ
り
、
大
中
臣
定
隆
始
め
て
姫
妓
に
移
り
、
妓
を
改
め
て
木
に
な
る
。
寛
弘
の
頃
二
代
篤
定
、
三
代 

時
方
で
あ
り
、
大
津
川
は
日
当
山•

東

郷

村•

姫
城
に
流
入
、
仮
屋
よ
り
十
九
町
ば
か
り
流
れ
通
り
、
 

国
分
内
村
に
出
て
い
た
。
姫
木
氏
は
藤
原
姓
に
て
、
税
所
、
姫
木
、
重
久
等
の
一
族
で
曽
於
郡
姫
木 

城
に
居
り
、
姫
木
を
号
し
、
姫
城
と
日
当
山•

東
郷
、
踊
ま
で
領
占
し
て
い
た
。
垂
水
調
所
氏
の
文 

書

に

「
大
隅
桑
東
郷
の
内
、
潮
戸
口
名
十
三
丁
、
上
下
三
体
堂
、
松
永
、
上
西
郷
、
東
郷
」
と
あ
り
、
 

豊
州
忠

廉

領

分

に

「
十
か
所
の
内
、
溝
辺
、
横
川
、
 

東
郷
な
ど
あ
り
」
と
。
姫
木
、
松
元
、
坂
元
、
 

清
水
、
入
水
、
宮
田
、
松
永
、
浜
川
、
川
波
田
、
白
江
、
白
坂
、
馬
場
、
瀬
戸
口
等
の
各
氏
は
藤
原 

篤
如
の
支
流
で
あ
る
。(

管
窺
愚
考)

永

和

二

年

二

三

七

五)

清

水
•

姫
木
両
城
落
城
し
、
姫
木
氏 

は
漂
白
し
、
 

帖
佐
あ
た
り
で
農
民
と
し
て
生
活
し
て
い
た
。
島

津

忠

国(

第
九
代)

の
時
、
姫
木
氏 

に
瀬
戸
口
名
を
与
え
た
。
清
水
弟
子
丸
潮
戸
口
秀
隆
旧
蔵
の
正
八
幡
宮
文
書
は
そ
の
こ
と
を
実
証
し
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て
い
る
。
清
水
山
之
路
の
日
吉
山
王
社
の
青
葉
の
笛
竹
は
府
中
の
鏡
池
に
漬
け
、
姫
木
妙
見
社
へ
奉
納
、
隅
州
大
介
兼
税
所
介
で
あ
る
税
所
氏
が
宰
領
し 

て
上
京
貢
納
し
た
。
天
文
十
五
年
八
月
十
五
日
、
 

瀬
戸
口
美
作
守
秀
辰
が
近
衛
殿
下(

近
衛
植
家)

に
謁
見
し
短
冊
二
枚
拝
領
し
て
い
る
。
姫
木
住
人
大 

中
臣
角
入
道
、
応

永

二

十

八

年(

一
四
ニ
一)

に
水
田
五
反
を
楞
巌
寺
に
寄
進
し
、
 

越
智
氏
大
隅
国
中
の
神
職
を
拝
任
し
、
名
字
隅
を
号
し
て
い
た
。
姫 

木
城
の
大
手
口
は
石
原
口
に
あ
り
、
城
の
南
頂
上
の
大
岩
を
切
崩
し
城
門
と
し
、

こ
れ
を
金
吾
石
と
名
付
く
。
阿
多
石
に
妙
見
大
明
神
、
頂
上
に
石
体
二 

座
あ
り
て
国
司
嶽
と
い
う
。
若
宮
八
幡
は
隅
と
い
う
所
に
あ
る
。
楞
巌
寺
十
四
世
松
堂
和
尚
は
菊
林
山
片
岳
寺
を
弟
子
丸
に
創
建
。
隠
栖
の
僧
、
前
栽
に 

菊
を
愛
せ
し
と
い
う
。
島

津

義

久(

第
十
六
代)

慶

長

十

年(

一
六
〇
五)

九
月
二
十
七
日
、

こ

の
菊
を

見
て

「
片
岡
を
か
よ
い
て
寺
に
住
む
人
は
う
き 

世
の
外
や
し
ら
菊
の
花
」
と
詠
じ
て
い
る
。
姫
木
城
の
西
北
に
於
隈
城
あ
り
、
天
神
社
が
あ
る
。

こ
こ
は
小
城
と
も
い
う
。
迫
石
原
と
横
尾
の
両
所
に
も



社
あ
り
。
青
葉
ノ
笛
竹
は
須
磨
寺
に
も
あ
る
。(

神
戸
市
須
磨
、
 

離
宮
公
園
内)

国
分
市
重
久
の
林
高
寺
も
清
水
楞
巌
寺
の
末
寺
で
あ
る
。
楞
巌
寺
六
世
の
善
室
苗
幸
和
尚
の
開
山
。
重
久
の
橘
木
城
下
の
金
峯
山
橘
木
寺
吉
祥
院
は
城 

主
税
所
氏
の
発
願
で
、
信
遍
法
印
の
開
山
、
寺

鐘

に

永

禄

六

年(

一
五
六
三)

九
月
、
 

島

津

貴

久•

島
津
義
弘
奉
寄
の
銘
あ
り
。
第
五
世
融
遍
の
松
永
鶴 

ケ
城
の
怪
異
調
伏
の
法
験
も
あ
る
。
島
津
久
時
発
願
の
吉
水
山
光
明
院
念
仏
寺
に
あ
っ
た
吉
水
山(

島
津
寛
明)

の
扁
額
が
東
襲
山
小
学
校
に
あ
っ
た
。
 

止
上
六
社
権
現
は
彦
火
火
出
見
尊
と
豊
玉
姫
命
を
大
殿
に
祭
る
。
文
明
年
間
再
興
、
 

大
願
主
平
松
神
子
の
棟
札
、
 

天

文

四

年(

一
五
三
五)

三
月
二
十 

八
日
敬
白
の
鰐
口
あ
り
、
本
願
主
山
下
六
郎
兵
衛
尉
、
九
郎
左
衛
門
尉
小
二
郎
。
島

津

義

久•

お
上
様
御
再
興
。
浜
之
市
の
熊
野
権
現
も
文
禄
四
年(

一
 

五
九
五)

十
一
月
、
同
上
の
願
主
で
宝
殿•

拝

殿

造

営•

奉
行
山
田
越
前
入
道
利
安(

墓
は
山
崎)

、
神
職
中
馬
主
殿
平
重
時
、
作
事
奉
行
江
田
源
左
衛
門
、

惣
大
工
長
田
七
郎
左
衛
門
で
あ
る
。

天

文

十

二

年(

一
五
四
三)

三
月
十
七
日
、
宝
殿
上
葺
の
棟
札 

に
早
仁
ノ
城
と
あ
り
、
隼
人
ノ
城
は
島
津
義
久
が
在
城
中
新
城
と
改
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
分
上 

小
川
名
山
野
境
目
帳
に
、

一
、
西
は
隼
人
城
の
西
の
さ
が
り
、
ち
お
と
り
山
を
堺
、
乾
の
す
み
は
弟 

子
丸
名
、

一
、
北
の
堺
は
隼
人
城
の
北
の
さ
が
り
よ
り
し
て
毛
無
野
の
城
を
さ
が
り
、
丑
寅
の
す
み 

は
芦
谷
尻
を
堺
、
梅
ケ
谷
の
ほ
り
ま
で
、
中
の
迫
登
り
ま
で
、
お
ぶ
っ
山
の
登
り
ま
で
を
内
と
し
て
、
 

松
か
さ
よ
り
、
修
理
の
堺
、
 

井
手
の
面
、
赤
岩
を
堺
、
矢
嶽
を
堺
、
世
鳴
迫
の
尾
立
を
堺
、
 

南
は
久 

満
崎
の
峯
に
堺
、
御
前
の
鳥
井
を
堺
な
り
。

こ
の
堺
目
を
お
定
め
候
し
時
、
雍

州

之

御

代(

総
州
家 

忠
朝)

山
野
の
境
文
に
、
 

守

護

方
(

島
津
久
豊)

よ
り
は
田
中
道
教
、
浜
田
主
計
殿
、
厚
地
殿
、
上 

井
渕
脇
殿
以
上
四
人
、
雍
州
方(

総
州
家
忠
朝
、
応
永
十
八
年
頃
大
隅
を
領
有
す)

、
若
松
殿
、
伊
地
知 

殿
、
借
屋
入
道
と
あ
る
。
樺

山
玄

佐

日

記

に

「本
田
三
河
守
、
 

清
水
隼
人
城
、
 

大
永
五
年
九
月
二
日
、
 

取
る
」
と
あ
り
、
古
川
道
善
、
同
大
蔵
、
御
中
間
右
近
丞
、
上
小
川
乙
名
、
 

新
田
長
三
郎
、
落
水
の 

源
蔵
、
江
口
検
校
、
脇
園
数
右
エ
門
、
名
波
の
宇
兵
工
、
園
田
道
性
、

こ
の
外
上
小
川
乙
名
残
ら
ず 

見
ゆ
。

正

長

二

年(

一
四
二
九)

十
月
二
十
五
日
、
伊
季
。
応
永
六
年
五
月
四
日
、
了

阿

の

「
御
誓 

文
を
以
て
懇
に
請
け
た
る
こ
と
悦
喜
…
…
大
小
事
一
味
同
心
…
…
」
姫
木
松
本
殿
、
 

姫
木
馬
場
殿
、
 

(

姫
木
大
中
臣
角
入
道
文
西
の
清
水
楞
厳
寺
寄
進
状
、
応
永
ニ
ハ
年
二
月
二
十
一
日)

の
文
書
あ
り
。

圓知山妙法寺（姫城中姫城）
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宮
内
石
体
宮
東
側
に
隈
之
城
あ
り
、
城
主
隈
元
石
見
守
、
 

桑
幡
文
書
、
 

大

隅

図

田

帳

のr

古
本
宮
内
隈
元
治
左
衛
門
家
…
」
は
石
見
守
の
後
裔
で
あ
る
。
 

加
治
木
桑
幡
家
は
秦
姓
、
宮
内
桑
幡
家
は
息
長
姓
で
あ
る
。
加
治
木
桑
幡
家
に
太
秦
元
光
の
文
書
が
あ
る
。
牛

屎

院
(

大
口
市)

郡
司
職
で
あ
っ
た
元
光 

に
対
し
、
 

薩
摩
国
衙
か
ら
家
道
、
重
綱
、
国
吉
等
に
押
妨
を
停
止
せ
よ
と
い
う
右
近
衛
府
牒
で
あ
る
。
宮
内
の
桑
幡
文
書
も
膨
大
で
あ
る
。

「
天
文
八
年 

(

一
五
三
九)

平
清
盛
奉
寄
桑
幡
家
二
奉
日
本
国
六
十
体
の
地
蔵
炎
上
…
」
は
、
長
門
本
平
家
物
語
に
「
み
や
う
ち
の
馬
場
、
執
印
清
道
と
申
す
も
の
が 

も
と
に
や
ど
ら
せ
ら
れ
た
り
。
清

道

は

入

道

殿(

平
清
盛)

御
気
色
よ
き
も
の
に
て
、
都
に
上
り
た
る
時
は
、
入
道
殿
の
内
に
は
え
て
振
舞
ひ
け
り
」
と 

あ
る
。
物
語
の
時
点
は
治
承
二
年(

一
一
七
八)

、
大
隅
国
宮
内
で
、
桑
幡
家
が
平
安
末
期
は
平
氏
に
、
後
に
は
源
氏
に
迎
合
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
治
承 

四

年
(

一
一
八
〇)

六
月
士 

一
日
、
桑
幡
助
清
、
神
主
と
し
て
正
宮
神
事
奉
行
、
行
賢
、
長
太
夫
、
執
印
の
三
別
当
を
兼
任
と
あ
り
、
禰
寝
文
書
の
文
治 

三

年
(

一
一
八
七)

十
一
月
の
、
正
八
幡
宮
神
官
等
解
に
は
、
御
供
所
検
校
散
位
息
長
宿
禰
清
道
の
自
署
が
あ
る
。
桑

幡
•

留
守
両
家
の
通
婚
も
頻
繁
で 

あ
っ
た
。

西

遊

記

で

は

「
昔
は
桑
幡
氏
が
惣
頭
、
今
に
て
は
留
守
氏
が
惣
頭
、
俊
寛
、
康
頼
、
成
経
の
三
人
、
硫
黄
島
へ
配
流
の
頃
、
留
守
氏
位
階
昇
進 

の
た
め
…
」

「
少
将
成
経
帰
洛
の
時
、
宮
内
執
印
清
道
…
…
」
と
清
道
が
桑
幡•

留
守
と
混
乱
し
て
い
る
。
建

久

八

年(

一
一
九
七)

七
月
、
桑
幡
清
道 

に
右
大
将
家
よ
り
安
堵
下
文
も
あ
る
。
即
ち
建
久
図
田
帳
の
宮
方
、
長
太
夫
清
道
で
あ
る
。(

五
味
克
夫
、
白
石
一
美
の
論
考
あ
り) 

止
上
六
所
権
現
に
早
風
社(

隼
風
社)

が
あ
り
、
八
幡
愚
童
記
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
隼
人
を
打
ち
し
鋅
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
の
八
幡
愚
童
記(

訓) 

は

「島
津
家
久
、
桑
幡
本
を
書
写
」
と
し
て
あ
る
が
、
正
応
本
、
群
書
類
従
本
等
異
本
も
あ
り
、
桑
幡
本
は
詞
章
と
し
て
は
、
文
明
本
に
最
も
近
い
も
の 

で
あ
ろ
う
。
島
津
忠
久
七
社
参
拝
は
、

一
番
開
聞
、
二
番
新
田
、
三
番
止
上
、
四
番
正
宮
、
五
番
霧
島
、
六
番
妻
方
、
七

番

島

津

稲

荷(

日
向
庄
内)
。
 

(

一
乗
院
住
僧
頼
盛
法
印
の
書
付)

慶

長

十

六

年(

一
六
一
一)

十
二
月
、
止
上
神
幸
之
日
記
、
止
上
社
座
主
乗
林
寺
住
僧
普
門
院
頼
善
の
書
付
が
あ
る
。
 

正
宮

之
王

之

御
幸(

隼
人
退
治
の
邪
気
を
鎮
め
る
祭)

は
野
口
の
正
宮
社
務
弥
勒
寺
に
て
、
止
上
宮
之
王
之
神
幸
は
府
中
の
気
色
森
に
て
行
わ
れ
た
が
、
 

今
断
絶
と
あ
る
。
台
明
寺
文
書
の
天
承
元
年(

一
一
三
一)

九
月
十
七
日
、

「
台
明
寺
領
八
段
の
中
、
止
上
宮
前
二
段
は
御
供
料
所
分
と
し
て
寄
進
」
と 

あ
る
。
島
津
義
久
、
知
行
三
十
一
石
を
寄
進(

旧
社
領
十
三
町
一
段
二
斗
五
升
、
大
閤
検
地
で
勘
落)

し
て
い
る
。
義
久
の
慶
長
十
九
年(

一
六
一
四) 

八
月
五
日
、
高
三
十
一
石
二
斗
五
升
五
合
、
浮
免
の
高
目
録
あ
り
。
同
日
付
の
居
地
頭
本
田
与
左
エ
門
入
道
の
重
久
村
知
行
名
寄
帳
も
あ
る
。

明
応
七
年 

(

一
四
九
八)

三
月
六
日
、
 

島

津

忠

昌•

島
津
久
豊
、
大
願
主
竹
内
図
書
助
実
平
の
再
興
棟
札
、
天

文

十

二

年(

一
五
四
三)

三
月
十
七
日
、
大
隅
国
守 

護
代
本
田
紀
伊
守
再
興
の
棟
札
、
元

和

四

年(

一
六
一
八)

十
二
月
十
五
日
、
島
津
家
久
再
興
の
棟
札
、
曽
於
郡
地
頭
税
所
次
郎
右
エ
門
、
奉
行
米
良
縫 

殿
介
。
同
じ
く
元
和
五
年
三
月
二
十
日
の
棟
札
も
あ
る
。
天
文
十
七
年
か
ら
天
文
十
九
年
四
月
完
成
の
北
郷
讃
岐
守
忠
相
、
尾
張
守
忠
親
同
次
郎
忠
豊
再
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興
の
棟
札
あ
り
、
地
頭
村
田
土
用
亀
丸
、
 

慶
長
十
五
年
、
 

島
津
義
久
造
立
の
棟
札
あ
り
、
 

地
頭
本
田
公
親
、
 

奉
行
村
田
源
三
郎
。

天
文
六
年(

一
五
三
七) 

二
月
九
日
、
 

本
願
主
円
海
坊
、
 

大
檀
那
本
田
紀
伊
守
董
親
、
 

地
頭
本
田
中
務
少
輔
為
親
、
 

宝
殿
上
葺
天
文
十
二
年(

一
五
四
三)

三
月
十
七
日
、
 

当
国
守 

護
代
本
田
紀
伊
守
董
親
再
興
。
長
庁
再
興
元
亀
二
年(

一
五
七
一)

四
月
十
二
日
、
 

島
津
義
久
、
 

地
頭
村
田
亀
丸
。
宝
殿
上
葺

天
正

八
年(

一
五
八
〇) 

三
月
吉
日
、
 

座
主
普
門
院
大
宮
司
妻
屋
織
部
篤
信
、
 

正
祝
、
 

上
原
美
作
尚
弘
、
願
主
不
詳
。
早
風
社
再
造
慶
長
十
五
年(

一
六
一
〇)

十
二
月
吉
日
、
 

島 

津
義
久
建
立
、
地
頭
本
田
公
親
、
奉
行
村
田
源
三
郎
。
宝
殿
再
興
、
永

正

六

年(

一
五
〇
九)

十
二
月
十
一
日
、
願
主
岩
田
祐
幸
、
檀
那
島
津
勝
久
。
正 

保

四

年
(

一
六
四
七)

十
二
月
、
島
津
光
久
再
興
、
地
頭
町
田
右
京
忠
堯
。
寛

文

八

年(

一
六
六
八)

十
一
月
、
島
津
光
久
再
興
、
地
頭
新
納
縫
殿
助
。
 

両
善
神
王
御
神
体
寛
文
七
年(

一
六
六
七)

十
一
月
二
十
七
日
、
島
津
家
久
、
仏
師
康
厳
、
寛

文

八

年(

一
六
六
八)

十
一
月
、
島
津
光
久
、
再
造
立
、
 

地
頭
新
納
縫
殿
助
久
宗
、
 

寺
社
奉
行
島
津
出
雲
守
、
寺
社
使
衆
野
村
助
左
エ
門
、
 

舞
殿
再
興
延
宝
七 

年
(

一
六
七
九)

四
月
、
島
津
光
久
、
綱
貴
、
忠
行
再
興
の
棟
札
、
鹿
児
島
諏
訪
神
主
藤
原
朝
臣
信 

秋
、
地
頭
別
府
式
部
左
エ
門
忠
長
、
社
家
頭
取
上
原
主
膳
。
本
地
堂
再
興
島
津
吉
貴
、
忠
休
、
奉
行 

種
子
島
弾
正
、
同
樺
山
助
太
郎
、
 

地
頭
相
良
権
太
夫
。
享

保

五

年(

一
七
二
〇)

三
月
十
五
日
、
吉 

貴
、
継
豊
、
寺
社
奉
行
島
津
内
蔵
、
新
納
左
京
、
島
津
左
仲
、
取
次
内
山
勘
左
エ
門
。
享
保
二
十
一 

年
(

一
七
三
六)

四
月
十
一
日
、
宝
殿
修
甫
島
津
吉
貴
、
継
豊
、
寺
社
奉
行
島
津
内
蔵
、
 

肝
付
典
膳 

取
次
岩
山
金
五
郎
。
宝

暦

十

年(

一
七
六
〇)

十
一
月
二
十
八
日
、

の
再
興
棟
札
、
寺
社
取
次
小
田 

善
兵
工
為
貞
、
寺
社
方
検
査
吉
井
源
右
エ
門
泰
房
、
愛
甲
十
兵
工
康
雄
、
西
田
源
蔵
時
房
、
同
筆
者 

安
藤
新
左
工
門
茂
宣
、
曽
於
郡
曖
塩
川
助
兵
工
満
省
、
川
越
甚
左
エ
門
、
同
横
目
竹
下
五
郎
八
雪
囿 

同
見
舞
稲
留
治
右
エ
門
長
盈
、
寺
社
方
大
工
江
崎
寿
右
工
門
、
同
手
伝
天
辰
九
郎
エ
門
親
房
。
朝
日 

三
光
院
の
日
秀
上
人
自
筆
の
裏
書
に
も
あ
り
、
止
上
乗
林
寺
住
覚
遍
の
名
は
数
多
く
見
ら
れ
る
。
大 

般
若
経
櫃
の
箱
書
に
善
門
坊
阿
闍
梨
秀
義
、
建

徳

二

年

二

三

七

こ 

税
所
祐
義
、
応

安

八

年(

一
 

三
七
五)

の
署
名
も
あ
る
。
文

明

十

八

年(

一
四
八
六)

十
一
月
、
願

主

快

悟(

乗
林
寺
住
僧)

の 

署
名
も
見
え
る
。
黒
塗
り
鎧
唐
櫃
に
加
治
木
領
主
島
津
善
次
郎
寄
進
の
箱
書
も
あ
る
。
元
文
元
年(

一
 

七
三
六)

の
島
津
善
次
郎
寄
進
の
文
書
に
乗
林
寺
深
良
坊
と
な
っ
て
い
る
。
止
上
乗
林
寺
は
熟
饌
な

咲隈城（隼人町内、隈城）
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ど
の
記
録
、
 

神
舞
の
文
書
も
あ
り
、
民
俗
学
か
ら
見
て
も
興
味
深
い
し
、
 

と
く
に
正
八
幡
宮
と
の
関 

係
は
重
要
で
あ
る
。

西
在
所
霧
島
六
所
権
現
は
天
暦
中
、
 

背

門

丘
(

セ
ト
オ)

よ
り
霧
島
町
田
口
に
遷
し
、
 

併
せ
て
別 

当
寺
で
あ
る
華
林
寺
を
新
建
せ
り
。

六
所
権
現
は
慶
胤
上
人
の
開
山
、
 

性
空
上
人
が
中
興
し
、
 

天
台 

宗
を
二
十
一
世
住
持
道
恵
に
至
る
ニ
ハ
〇
年
継
承
し
た
。

十
一
代
島
津
忠
昌
、
 

兼
慶
法
印
に
命
じ
て 

再
興
す
、
真
言
宗
派
で
、
文

明

十

八

年(

一
四
八
六)

で
あ
る
。
正

徳

五

年(

一
七
一
五)

炎
上
後 

の
仮
殿
よ
り
再
建
す
。

ニ
一
代
島
津
吉
貴
再
建
す
。

山
上
火
を
吐
く
毎
に
、
 

次
第
に
山
麓
に
遷
宮
し 

て
い
る
。
別
当
寺
で
あ
る
華
林
寺
は
霧
島
山
錫
杖
院
華
林
寺
で
あ
り
、
 

大
乗
院
の
末
寺
で
真
言
宗
で 

あ
る
。

「島
津
忠
久
の
七
社
参
…
…
」

の
一
乗
院
頼
盛
上
人
書
付
の
頼
盛
は
空
順
上
人
の
記
念
碑
に 

見
る
よ
う
に
、
二
階
堂
行
朋
が
島
津
綱
貴
の
命
を
う
け
て
、
 

吉
貴
生
誕
の
時
、
「
平
産
の
符
」
を
祈
禱 

し
た
頼
盛
上
人
で
あ
る
。
空
順
上
人
の
師
で
も
あ
っ
た
。
西
御
在
所
社
に
は
税
所
篤
如
を
祭
る
小
祠 

が
あ
っ
た
。

石
清
水
八
幡
史
料
を
引
用
し
て
、
 

当
時
の
社
寺
の
分
掌
を
み
て
み
よ
う
。
祠
官
の
最
初
は
貞
観
十 

八

年
(

八
七
六)

神
主
職
を
置
く
。
宮
寺
の
諸
司
、
 

社
寺
務
を
兼
任
し
て
、
 

実
権
を
掌
握
、
宮
寺
諸 

司
に
は
検
校
、
別
当
、
権
別
当
、
修
理
別
当
が
あ
り
、
 

三
綱
と
し
て
上
座
、
 

権
上
座
、
 

権
寺
主
、
 

寺
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主
、
 

都
維
那
、
権
都
維
那
、
所
司
と
し
て
御
殿
司
、
 

執
行
職
等
あ
り
、
後
に
は
祠
官
、
 

神
官
、
三
綱
、
所
司
と
区
別
さ
れ
る
。

祠
官
と
し
て
検
校
、
別
当
、
権
別
当
、
修
理
別
当
、
小
別
当
と
が
あ
る
。

検
校
は

寛

平

八
年(

八
九
六)

を
初
見
と
す
る
。
草
創
の
頃
は
直
接
社
寺
務
を
統
轄
す
る
こ
と
は
な
く
、
常
置
の
職
制
で
も
な
か
っ
た
が
、
別
当
中
よ 

り
補
選
し
、
別
当
以
下
を
検
校
さ
せ
た
。
別
当
職
を
子
弟
に
譲
り
、
自
ら
検
校
に
転
じ
、
絶
大
な
る
権
力
を
ふ
る
っ
た
。
鎌
倉
中
期
よ
り
常
置
職
と
し
て 

常
に
別
当
職
の
上
位
に
あ
り
、
検
校
を
社
務
と
称
し
た
。

別
当
は
宮
寺
祠
官
の
長
官
と
し
て
、
社
事
務
執
行
の
職
に
任
ず
る
。
貞

観

五

年(

八
六
三)

初
見
と
す
る
。
神
主
職
よ
り
十
三
年
、
検
校
職
よ
り
三
十 

三
年
早
く
設
置
さ
れ
て
い
る
。
別
当
職
よ
り
検
校
職
に
実
権
を
移
行
さ
せ
た
。



権
別
当
は
承
平
六
年(

九
三
六)

を
初
見
と
す
。
別
当
を
補
佐
し
て
、
 

社
寺
務
を
分
掌
し
た
。

修
理
別
当
は
応
和
二
年(

九
六
二)

を
初
見
と
す
。
別
当
、
権
別
当
を
補
佐
し
、
 

修
理
の
事
に
当
る
。
別
当
、
 

権
別
当
の
欠
員
の
時
は
代
行
す
る
事
も 

あ
っ
た
。

小
別
当
は
承
平
二
年(

九
三
二)

を
初
見
と
し
、
 

寺
任
と
官
任
小
別
当
と
が
あ
っ
た
。

神
官
は
神
主
、
 

俗
別
当
、
 

祢
宜
と
に
わ
か
れ
る
。

神
主
は
貞
観
十
八
年(

八
七
六)

初
見
で
あ
る
。
祭
祀
を
奉
仕
す
る
。
し
か
し
実
権
は
検
校
別
当
に
あ
っ
た
。
 

俗
別
当
に
弁
、
 

史
、
 

在
庁
の
三
別
当
が
あ
り
、
 

宮
寺
の
僧
、
 

別
当
に
対
し
、
 

祭
事
そ
の
他
の
雑
事
に
当
る
。
 

祢
宜
は
大
祢
宜
、
 

小
祢
宜
、

他
姓
祢
宜
、
六
位
祢
宜
を
四
座
祢
宜
と
い
う
。
神
主
を
助
け
て
、
 

神
事
に
預
る
。
 

三
綱
は
上
座
、
寺
主
、
都
維
那
に
し
て
、
宮
寺
、
社
僧
の
監
察
の
任
に
当
る
。
宮
寺
に
別
当
を
置 

い
た
翌
貞
観
六
年(

八
六
四)

初
見
と
す
。
権
官
を
増
置
し
、
勅
任
と
な
る
。

三
綱
の
職
は
別
当
に 

つ
い
で
重
く
、
別
当
歿
し
、
権
別
当
、
 

修
理
別
当
、
末

補
•

欠
員
の
場
合
は
三
綱
が
代
行
す
る
。
時 

と
し
て
権
別
当
、
修
理
別
当
在
任
に
拘
ら
ず
代
行
す
る
場
合
も
あ
り
、
山
上
御
殿
司
に
当
る
こ
と
も 

あ
っ
た
。

の
ち
検
校
の
掌
中
に
移
り
、
三
綱
の
職
権
も
縮
少
し
た
。

所
司
諸
職
と
し
て
、
山
上
執
行
職
、
山
上
御
殿
司
、
山
上
入
寺
、
山
上
不
出
座
、
山
上
五
座
、
 

所 

司
と
が
あ
る
。

山
上
執
行
職
は
山
上
に
あ
っ
て
、
仏
神
寺
の
時
、
探
題
を
つ
と
め
る
重
職
で
あ
る
。

の
ち
御
殿
司 

と
入
寺
と
が
代
行
す
る
事
も
あ
っ
た
。

山
上
御
殿
司
は
御
殿
司
と
も
い
い
、
御
神
体
に
関
す
る
こ
と
、
曼
陀
羅
秘
密
を
練
習
し
、
法
華
経 

最
勝
経
を
転
読
し
て
天
地
長
久
の
御
祈
願
に
当
る
。

山
上
入
寺
は
御
殿
司
を
補
助
す
る
職
で
あ
る
。
内
陣
に
於
て
毎
日
三
時
勤
行
の
職
を
兼
務
す
る
。
 

山
上
不
出
座
は
御
殿
司
に
欠
員
あ
る
と
き
、
補
助
員
と
し
て
任
命
さ
れ
る
。
 

山
上
五
座
は
五
師
、
例
時
衆
、
沙
汰
、
勾
当
、
久
住
の
五
座
を
い
う
。

三光院経几（朝日、日秀神社）
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例
時
衆
は
堂
僧
と
も
い
う
。
沙
汰
人
は
在
庁
と
称
し 

文
筆 

神
事 

法
事 

張
文
等
に
従
う
。
 

勾
当
は
世
法
巡
検
の
事
を
掌
る
。
久
住
は
神
前
、
外
廊
、
経
所
に
結
番
し
て
不
断
読
経
に
従
う
。
宮 

寺
講
経
の
転
読
衆
を
兼
ね
、
山
上
権
官
か
平
衆
徒
中
よ
り
器
量
あ
る
も
の
を
任
命
し
た
。
 

所
司
の
外
に
公
文
所
、
絵
所
、
兼
官
、
判
官
、
御
馬
所
等
の
職
種
は
三
綱
を
経
験
し
た
者
の
中
よ 

り
補
任
さ
れ
、
寺

住•

官
任
に
よ
り
差
が
あ
り
、
是
等
の
諸
座
に
於
て
は
僧
俗
両
方
で
あ
っ
た
。
 

諸
座
神
人
に
は
大
山
崎
神
人
、
公
文
、
巡
検
使
、
大
夫
職
、
惣
大
工
職
、
勾
当
、
五
師
、
例
時
衆
、
 

達
所
、
少
綱
、
御
綱
、
駕
輿
丁
、
小
目
代
、
神
宝
所
、
御
馬
副
、
宮
守
、
獅
子
、
御
鉢
、
童
子
、
相 

撲
、
鏡
澄
、
火
桃
、
大
燈
、
御
前
払
、
袖
幡
、
軾
、
神
楽
座
、
仕
丁
、
香
花
、
鎊
松
、
壁
エ
、
畳
差
、
 

織
手
、
漆
工
、
紺
搔
、
染
殿
、
絵
所
、
桧
物
師
、
塗
師
、
黄
染
等
の
諸
役
が
あ
っ
た
。
正
八
幡
宮
面 

頭
職
の
石
関
文
書
の
神
人(

じ
に
ん)

職
が
あ
る
。

鷲
峯
山
霊
鷲
山
寺
弥
勒
院
は
正
宮
の
別
当
寺
で
あ
る
。

天
台
宗
東
叡
山
の
末
寺
で
性
空
上
人
開
基 

に
な
る
弥
勒
寺
を
初
見
と
す
。
憲
英
法
印
が
中
興
の
祖
で
あ
る
。
前
述
し
た
台
明
寺
の
行
賢
も
弥
勒 

院
座
主
で
あ
っ
た
。

日
秀
上
人
、
憲
英
法
印
と
傑
僧
が
着
座
し
て
い
る
。
 

日
秀
上
人
は
島
津
貴
久
の
正
八
幡
宮
新
建
に
奔
走
し
た
。
邦
内
に
勧
化
し
遷
宮
の
功
営
を
見
た
。
 

仕
僧
知
定
坊
勢
源
を
し
て
、
上
京
せ
し
め
、
神
体
を
彫
刻
し
、
正
親
町
天
皇
の
叡
覧
に
備
え
、
綸
旨
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を
賜
い
、
帰
宮
し
た
。
時

に

永

禄

三

年(

一
五
六
〇)

で
あ
っ
た
。

日
秀
上
人
は
日
秀
照
海
金
剛
と
号
し
、
加
賀
の
人
で
あ
る
。
高
野
山
に
て
密
法
の
奥
旨
を
受
け
、
両
部
源
底
を
極
め
た
。
観
音
所
在
の
補
陀
洛
山
を
求 

め
、

一
扁
舟
に
て
渡
海
し
た
。
南
海
は
磁
石
が
多
く
船
底
の
釘
が
抜
け
た
の
を
、
あ
わ
び
が
集
っ
て
来
て
、
釘
穴
を
塞
い
だ
と
い
う
。
、
そ
の
後
琉
球
に
渡 

り
、
波
之
上
護
国
寺
を
創
建
、
琉
球
に
真
言
宗
を
布
教
し
た
最
初
で
あ
る
。
坊
之
津
一
乗
院
を
経
て
、
宮
内
に
移
る
。

正
宮
内
の
補
陀
洛
山
正
護
寺
密
常 

院
が
そ
れ
で
、
八
幡
宮
の
護
摩
所
で
あ
る
。
上
人
が
正
宮
造
営
の
用
材
を
屋
久
島
に
求
め
、
そ
の
用
材
が
浜
ノ
市
に
流
れ
着
い
た
事
、
屋
久
杉
の
種
子
を 

正
宮
裏
山
に
蒔
い
た
事
が
、
正
宮
植
杉
記
念
碑
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
三

光

院
(

日
秀
神
社)

を
創
建
し
、
慶
長
十
四
年
に
国
分
五
峯
山
金
剛
寺
の
本
堂 

を
建
立
し
た
。
金
剛
寺
は
島
津
義
久
の
創
建
に
な
り
、
龍
伯
の
一
字
を
採
り
、
龍
護
院
と
し
た
。
開
山
覚
遍
法
印
で
、
正
高
寺
、
正
福
院
、
重
蓮
寺
、
敷



根
蓮
持
院
、
 

福
山
不
動
寺
、
 

清
水
清
水
寺
、
曽
於
吉
祥
院
、
 

乗
林
寺
、
 

日
当
山
三
光
院
、
 

踊
真
福
寺
等
が
龍
護
院
で
合
同
法
会
を
毎
年
三
か
日
実
施
し
た
。
 

日
秀
上
人
に
関
係
の
あ
る
寺
院
で
あ
る
。

獅
子
尾
山
正
福
院
観
音
寺
の
本
尊
馬
頭
観
音
は
日
秀
上
人
の
作
で
、
 

島
津
貴
久
と
日
秀
上
人
と
祠
官
桑
幡
某
の
霊
夢
に
よ
る
と
の
文
書
が
あ
る
。
朝
日 

三
光
院
に
は
上
人
の
伝
記
に
関
す
る
文
書
そ
の
他
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

明

和

五

年(

一
七
六
八)

の
経
几
背
面
に
三
光
院
十
四®

堯
運
、
 

国
分
麓
新
橋 

甚
六
、
市
成
喜
藤
次
、
 

本
町
海
江
田
休
左
エ
門
、
同
幸
助
、
 

同
小
八
郎
、
 

同
宅
助
、
同
嘉
右
エ
門
、
鵜
木
作
兵
エ
、
 

同
善
助
、
同
半
左
エ
門
、
林
四
郎
兵 

工
、
 

同
与
兵
工
、
同
善
左
エ
門
、
 

同
唯
右
江
門
、
同
伊
兵
工
、
同
九
郎
左
エ
門
、
同
賀
左
エ
門
、
唐
人
町
、
同
善
兵
工
、
本
町
、
同
五
郎
右
工
門
、
森
口 

伝
右
エ
門
、
津
曲
清
兵
工
、
伊
作
之
住
人
休
次
郎
と
あ
る
。

天

正

四

年(

一
五
七
六)

島
津
義
久
が
日
向
耳
川
の
決
戦
に
出
陣
の
折
、
上
人
定
室
前
で
上
人
と 

訣
別
さ
れ
、
公
の
笄
を
贈
ら
れ
て
い
る
。
上
人
の
入
定
は
天
正
三
年
十
二
月
八
日
の
午
前
四
時
頃
か 

ら
始
ま
り
、
二
年
後
の
天
正
五
年
九
月
二
十
四
日
遷
化
し
た
。
享
年
七
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
元
禄
十 

年
秋
沙
門
覚
慧
書
写
し
た
「
隅
州
三
光
院
什
物
記
」(

覚
慧
は
大
乗
院
住
持)

が
あ
り
、
現
住
僧
空
忍 

房
覚
性
、
日
当
山
当
役
有
川
与
三
右
エ
門
、
最
勝
寺
与
介
と
あ
る
。
享
保
二
年
乗
林
寺
覚
遍
の
日
秀 

上
人
御
自
筆
と
書
い
た
極
書
も
見
え
る
。
紺
紙
金
泥
の
梵
字
、
仏
像
框
座
、
中
山
王
寄
進
の
光
背
、
 

硯
、
眼
鏡
等
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
消
息
文
な
ど
実
に
流
麗
な
書
体
で
あ
る
。

三
光
院
の
日
秀
上
人 

入
定
の
石
室
、
卵
塔
、
墓
石
は
貴
重
な
文
化
財
で
あ
る
。

上
人
の
遺
物
を
納
め
た
黒
漆
赤
緒
の
箱
は
島
津
兵
庫
頭
久
住
、
金
欄
の
袋
は
久
住
の
室
が
、
自
ら 

縫
っ
た
も
の
で
あ
る
。

獅
子
尾
山
正
福
院
観
音
堂
は
馬
頭
観
音
を
祭
る
。
此

処

に

「
空
順
上
人
石
室
」
が
あ
る
。
正
宮
か 

ら
正
国
寺
、
現
隼
人
町
役
場
へ
抜
け
る
遊
歩
道
で
あ
っ
た
。
島
津
吉
貴
と
同
道
、
弥
勒
院
と
正
国
寺• 

正
福
院
の
間
を
往
復
し
た
。

空

順

上

人

の

記

録(

空
順
法
印
日
録)

が
現
存
し
、
空
順
上
人
一
代
の
全
貌
を
知
る
こ
と
が
で
き 

る
。

日
録
の
一
部
分
を
抄
写
し
て
み
よ
う
。

弥勒院址宮内小学校
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寛

文

三

年(

一
六
六
三)

九
月
十
日 

大
津
坂
本
家
に
生
ま
れ
る
。

坂 

本
家
は
大
ロ
市
羽
月
に
あ
っ
た
。
加
世
田
在
住
の
折
、
 

羽
月
の
地
頭
猿
渡 

氏
に
召
し
出
さ
れ
、
城
内
に
屋
敷
を
与
え
ら
れ
た
。
母
は
帖
佐
平
松
か
ら 

新
納
忠
元
に
召
さ
れ
て
、
 

大
ロ
に
移
住
し
た
久
保
筑
前
の
娘
で
あ
る
。
空 

順
の
法
祖
頼
長
法
印
は
萩
原
氏
、
薩
州
の
人
、
 

稀
有
の
名
僧
で
、
十
七
代 

島
津
義
弘
の
帰
依
僧
で
、
吉
松
般
若
寺
別
当
、
 

霧
島
山
座
主
な
ど
の
重
職 

を
歴
任
し
て
い
る
。
師
は
頼
長
の
弟
子
頼
盛
法
印
で
、
十
九
代
島
津
光
久 

の
帰
依
僧
で
霧
島
山
座
主
に
補
任
さ
れ
、
吉
松
般
若
寺
で
遷
化
し
て
い
る
。
 

三
番
目
の
師
は
頼
盛
法
印
の
弟
子
盛
順
で
あ
る
。

空
順
は
盛
順
の
弟
子
と
し
て
、
師
頼
盛
を
導
師
と
し
て
、
 

出
家
し
、
天

和

元

年
(

一
六
ハ
一)
(

十
九
オ)

「島
津
家
の
長
久
を
祈
念
し
、
六
十
二
歳
で
入
定
す
る
」
旨
誓
願
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
鹿
児
島
安
養
寺
に
移
り
、
二 

十
歳
の
時
、
大
阪
に
理
観
坊
の
門
を
叩
い
て
い
る
。
理
観
大
徳
は
希
世
の
高
僧
で
通
力
に
秀
い
で
、
 

空
順
の
来
訪
を
予
言
し
て
い
た
。

理
観
は
空
順
に
「
学 

問
伝
授
の
望
で
来
た
の
か
」
と
、
空

順

はr

理
観
に
食
事
を
差
し
上
げ
た
く
参
上
し
ま
し
た
」
と
答
え
た
。

か
く
て
近
侍
修
行
す
る
こ
と
三
年
、
阿
字
観 

を
伝
授
さ
れ
た
。
空
順
は
肝
属
の
山
伏
五
人
、
 

根
占
の
百
姓
三
人
、
鹿
児
島
下
町
の
矢
野
某
と
の
十
名
で
、
伊
勢
神
宮
参
詣
に
向
っ
た
。
空
順
は
高
野
山 

に
留
ま
り
、
高

僧

亮

雲(

理
観
大
徳
の
弟
子)

を
訪
ね
、
 

よ
り
細
部
に
わ
た
り
阿
字
観
の
伝
授
を
受
け
た
。
 

空
順
は
高
野
山
を
辞
し
、
熊
身
三
山
、
 

美
濃
の
谷
具
見
寺
を
巡
錫
、
 

往
復
三
百
五
十
里
余
に
及
ぶ
求
法
の
行
程
で
あ
っ
た
。
 

そ
し
て
京
都
、
大
和
を
巡
錫
し
、
大
和
で
は
法
祖
頼
長
の
在
住
し
て
い
た
長
谷
寺
に
三
年
留
ま
り
、
 

卓
玄
僧
正
に
師
事
し
た
。
 

空
順
が
鹿
児
島
祁
答
院
紫
尾
山
に
帰
住
し
た
の
は
三
十
五
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

翌

年
(

元
禄
十
一
年)

大
口
の
羽
月
若
王
寺
に
移
る
。
元

禄

十

四

年(

一
七
〇
一)

に
島
津
継
豊
誕
生
。
元
禄
十
六
年
、
祁
答
院
紫
尾
山
に
再
び
移
る 

宝

永

元

年(

一
七
〇
四)

島
津
吉
貴
公
の
無
事
息
災
を
祈
念
し
、
百
日
間
の
無
言
の
行
に
は
い
る
。
大
飢
饉
の
年
で
、
 

空
順
は
寺
僧
よ
り
米
一
升
を
借
り 

受
け
た
。
釈
迦
如
来
は
一
日
一
粒
の
麻
の
実
で
、
 

求
道
、
 

精
進
し
た
。
空
順
は
一
日
一
粒
の
米
だ
け
で
、
 

他
に
食
事
を
取
ら
な
か
っ
た
。
宝
永
元
年
二
月
、
 

六
月
に
川
薩
地
方
が
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
た
。
宮
之
城
で
の
百
日
無
言
禁
足
の
祈
願
を
終
え
て
紫
尾
山
に
帰
っ
た
。
阿
久
根
で
一
年
に
大
火
が
五
回
発
生
し
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た
。
阿
久
根
の
戸
柱
大
明
神
社
境
内
で
七
日
間
、
無
言
断
食
の
析
願
に
よ
り
、
 

以
後
火
災
の
発
生
は
絶
え
て
な
か
っ
た
。

「
空
順
頌
徳
」

の
碑
が
現
存
し
て 

い
る
。
頌
徳
碑
の
空
順
の
字
は
上
人
の
自
筆
で
あ
る
。

宝

永

五

年(

一
七
〇
八)

空
順
は
宮
之
城
に
移
る
。

四
十
六
歳
の
時
で
あ
る
。
宮
之
城
は
川
霧
深
く.
、
海
辺
に
移
り
た
く
、
帖
佐
と
龍
ヶ
水
と
の
間
に 

あ
る
脇
元
に
移
る
。
同
年
島
津
吉
貴
夫
人
於
須
磨
は
婦
人
病
を
病
む
。
宝
永
六
年
、
於
須
磨
は
島
津
久
典
を
平
産
す
。
 

宝

永

七

年(

一
七
一
〇)

七
月
二
十
七
日
、
桜
島
西
道
毘
沙
門
山
に
草
庵
を
結
ぶ
。

こ
れ
よ
り
先
、
五
月
十
五
日
、
大
洪
水
が
あ
り
、
 

山
田
村
は
流
失 

し' 

帖

佐
•

蒲
生
で
も
多
く
の
死
傷
者
を
出
し
、
鹿
児
島
方
面
も
山
崩
れ
に
見
舞
わ
れ
た
。
翌
日
か
ら
旱
天
つ
づ
き
と
な
り
、
諸
人
の
難
儀
は
一
通
り
で 

は
な
か
っ
た
。
八
月
二
日
か
ら
藩
公
の
命
で
、
桜
島
頂
上
で
の
祈
願
が
は
じ
ま
っ
た
。

三
日
午
後
六
時
よ
り
祈
願
、
真
夜
中
に
降
雨
あ
り
、
尚
豪
雨
は
止 

ま
ず
、
今
度
は
雨
止
め
の
祈
願
を
七
日
間
行
っ
た
。

吉
貴
の
命
で
長
子
の
名
付
親
と
な
り
、
城
内
へ
の
参
内
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
吉
貴
夫
妻
よ
り
の
喜
捨
を
拒
む
空
順
に
入
定
の
石
室
が
贈
ら
れ
た
。
 

吉
貴
は
空
順
入
定
を
七
十
歳
か
ら
八
十
歳
に
変
更
す
る
よ
う
懇
望
し
て
い
た
。
鹿

児

島•

谷
山
方
面
の
放
火
事
件
が
十
日
間
に
十
か
所
発
生
し
た
。
吉 

貴
は
七
日
間
禁
煙
し
、
空
順
に
祈
願
を
乞
う
。
空
順
の
予
言
通
り
、
三
日
後
犯
人
を
逮
捕
で
き
た
。

吉
貴
が
江
戸
へ
参
勤
の
折
、
空
順
は
磯
島
津
邸
に
参
内
し
、
「
朝

鮮
•

関
ヶ
原
へ
出
陣
の
折
、
士
卒
が
宮
内
石
体
宮
の
石
を
持
参
す
る
を
恒
例
と
し
た
の

で
、
吉
貴
公
へ
も
差
し
上
げ
た
い
」
と
言
上
し
た
。
吉
貴
の
出
府
が
七 

月
十
四
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
日
、
宮
内
石
体
宮
林
性
坊
敝
源
に
頼
み 

午
前
四
時
に
石
を
戴
き
、
出
水
で
公
に
贈
っ
た
。
空
順
は
吉
貴
公
出
府 

の
際
、
公
に
伊
集
院•

市
来
ま
で
扈
従
す
る
慣
例
で
あ
っ
た
。
空
順
は 

林
性
坊
他
出
の
場
合
、
桑
幡
休
左
エ
門
、
宮
司
神
田
橋
与
左
エ
門
に
要 

請
し
た
。

そ
の
後
林
性
坊
は
島
津
家
に
石
を
贈
呈
す
る
役
を
引
受
け
、
 

庶
民
に
も
こ
の
風
習
が
普
及
し
て
い
っ
た
。

宝

永

四

年(

一
七
〇
七)

十
二
月
、
藩
主
吉
貴
は
入
定
石
室
を
桜
島 

西
道
村
か
ら
、
宮
内
獅
子
之
尾
へ
移
築
す
る
こ
と
を
免
判
す
。
夫
人
於 

須
磨
寄
進
の
石
室
を
団
平
船
二
隻
で
浜
ノ
市
港
に
運
ぶ
、
定
室
の
完
工

隅州富隈新松林記の碑（富隈城内）
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を
見
た
の
は
五
か
月
あ
と
の
正
徳
元
年(

一
七
一
一)

五
月
二
十
八
日
て
あ
っ
た
。

空
順
が
三
光
院
へ
参
詣
の
節
、
 

三
光
院
主
順
忍
坊
が
融
通
念
仏
の
経
文(

島
津
忠
良
か
ら
日
秀
上 

人
に
寄
進
さ
れ
た
巻
物)

を
贈
ら
れ
、
 

国
老
比
志
島
隼
人
へ
持
参
、
 

吉
貴
公
に
披
露
し
た
。
 

弥
勒
院
再
建
の
際
、
検
者
衆
中
で
正
宮
宝
前
に
手
洗
鉢
寄
進
の
相
談
が
決
ま
り
、
正
興
寺
山
で
採 

石
し
て
い
た
時
、
石
よ
り
紫
赤
色
の
血
が
出
て
き
た
。

一
同
は
驚
い
て
留
守
次
左
エ
門
に
尋
ね
た
処 

「
此
処
石
体
山
の
採
石
は
恐
れ
多
し
」
と
て
、
場
所
を
変
更
し
た
。

享

保

元

年(

一
七
一
六)

空
順
五
十
三
歳
の
時
、
六
十
二
歳
入
定
の
期
を
二
十
年
後
に
変
更
す
る 

よ
う
懇
請
さ
れ
、
止
む
な
く
承
認
し
て
い
る
。

享

保

四

年(

一
七
一
九)

空
順
に
定
直
し
の
免
判
あ
り
。
定
直
し
の
際
、
川
内
京
泊
の
小
倉
平
左 

門
他
の
芳
志
を
受
け
る
。

享

保

八

年(

一
七
二
三)

十
月
十
五
日
、
正
福
院
の
境
内
仕
明
け
免
判
を
受
く
。
 

享

保

九

年(

一
七
二
四)

三
月
中
旬
、
吉
貴
公
、
獅
子
之
尾
観
音
堂
に
参
詣
、
弥
勒
院
主
の
案
内 

で
、
空
順
入
定
石
室
を
見
、
さ
ら
に
近
く
の
正
国
寺
ま
で
参
詣
を
願
う
。
帰
途
、
空
順
は
獅
子
之
尾 

山
の
境
内
七
町
二
十
四
間(

四
三o
m
)

を
案
内
し
た
。
弥

勒

院

主

が

「
空
順
の
利
口
者
よ
」
と
云 

え
ば
、
吉
貴
も
一
緒
に
微
笑
し
た
。
吉
貴
に
扈
従
し
た
の
は
、
弥
勒
院
主
、
義
岡
右
京
、
鎌
田
休
之
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進
、
外

ハ
•

九
名
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
は
境
内
は
八
町
三
十
間
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
弥
勒
院
主
は
憲
英
法
印
で
あ
る
。

享

保

十

年(

一
七
二
五)

十
二
月
二
十
五
日
、
寺
山
御
用
材
と
し
て
大
松
五
本
を
下
賜
さ
る
。

享

保

十

一

年(

一
七
二
六)

正
月
二
十
九
日
、
獅
子
之
尾
の
境
内
狭
隘
な
る
故
、
弟
子
に
譲
渡
す
る
願
い
に
つ
い
て
免
判
あ
り
。
空
順
は
そ
れ
に
つ
い 

て
、

こ
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

「
弟
子
に
譲
り
し
は
、
以
前
は
参
詣
者
も
多
く
、
万
事
順
調
で
あ
っ
た
が
、
当
節
は
世
な
み
悪
し
く
、
寺
の
経
営
が 

困
難
と
な
り
、

こ
と
に
通
堂
、
客
殿
、
庫
裡
な
ど
、
寺
自
体
の
経
費
で
普
請
す
る
の
で
、
将
来
寺
そ
の
も
の
の
維
持
が
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
拙
僧
が 

観
音
堂
の
地
に
て
入
定
で
き
る
御
礼
と
し
て
、
岡

に

桧•

杉
な
ど
を
植
林
し
て
置
け
ば
、
将
来
役
に
立
つ
と
思
う
。

た
と
え
弟
子
と
い
え
ど
も
、
朝
寝
、
 

大
酒
、
在
家
へ
の
遊
び
歩
き
、
掃
除
怠
け
、
観
音
堂
や
入
定
石
室
を
縮
小
し
た
り
、
拡
張
し
た
り
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

入
定
石
室
近
く
に
大
木
あ
り



風
折
れ
の
危
険
が
あ
る
の
で
、
 

枝
を
剪
れ
、
吉
貴
公
よ
り
贈
ら
れ
た
入
定
の
地
で
あ
る
の
で
、
 

こ
の
よ
う
に
申
し
置
く
。
尚
百
年
後
、
定
室
が
転
倒
し
た 

際
は
骨
を
土
に
掘
り
入
れ
、
 

上
に
小
石
を
置
い
て
士
定
に
せ
よ
。

そ
の
石
は
石
段
な
ど
に
使
用
し
て
下
さ
い
。
但
し
銘
書
の
と
こ
ろ
は
削
り
と
っ
て
頂
き 

た
い
。
当
観
音
堂
の
馬
頭
観
音(

日
秀
上
人
作)

は
悪
相
の
儘
仕
上
げ
を
中
止
し
た
。

こ
の
像
の
右
手
が
落
ち
、
 

島
津
右
馬
頭
が
戦
場
で
観
音
の
夢
を
見 

て
い
る
。

こ
の
右
手
は
何
回
継
い
で
も
落
ち
た
。
(

島
津
忠
将
は
大
廻
り
の
戦
い(

永
禄
四
年)

で
戦
死
し
て
い
る
。
菩
提
寺
は
楞
巌
寺) 

享

保

十

二

年(

一
七
二
七)

七
月
、
 

台
風
で
鹿
児
島
は
海
よ
り
二•

三
里
の
処
ま
で
塩
害
を
受
け
た
。
台
風
が
十
日
余
り
、
 

二
年
連
続
の
災
害
を
受
け 

た
。
大
飢
饉
と
な
り
、
 

藩
で

は

米

麦•

大

豆
•

煙
草
を
他
国
か
ら
移
入
し
た
。
世
の
中
は
金
づ
ま
り
と
な
り
、
 

諸
人
は
難
渋
し
た
。
空
順
は
仏
神
に
終
生 

団
扇
を
手
に
し
な
い
と
誓
願
し
、
台
風
の
無
災
を
祈
っ
た
。

享

保

十

三

年(

一
七
ニ
ハ)

三
月
五
日
夜
午
前
三
時
に
昇
天
の
夢
幻
あ
り
。
同
年
六
月
十
三
日
、
江
戸
高
輪
邸
に
て
、
 

継
豊
公
第
一
子
宗
信
誕
生
、
 

祈 

願
成
就
せ
り
。

八
月
彼
岸
よ
り
空
順
木
食
に
は
い
る
。
歯
を
人
に
托
し
て
高
野
山
に
納
む
。

享

保

十

五

年(

一
七
三〇

)

弥
勒
院
主
に
任
命
さ
る(

六
十
七
歳
〇

享

保

十

六

年(

一
七
三
一)

吉
貴
公
よ
り
金
子
拝
領
、
四
国
を
巡
錫
す
。

享

保

十

七

年(

一
七
三
二)

四
月
、
 

加

治

木

真

福

寺(

加
治
木
町
萩
原)

に
参
詣
し
た
際
、
島
津
義
弘
の
屋
敷
に
再
度
甘
露
が
降
っ
た
と
聞
き
、
「
聖
人 

の
瑞
兆
と
し
て
降
る
甘
露
を
拙
僧
も
嘗
た
い
」
と
伝
え
て
お
い
た
処
、
今
降
る
と
て
、
桜
の
枝
に
つ
い
た
甘
露
を
持
参
し
て
呉
れ
た
。
嘗
め
て
み
る
と
氷 

砂
糖
の
よ
う
に
甘
か
っ
た
。
同
年
五
月
二
十
八
日
、
六
十
九
歳
で
入
定
の
誓
願
を
、
島
津
久
季
の
命
で
十
年
延
期
す
る
。
 

享

保

二

十

年(

一
七
三
五)

五
月
二
十
八
日
よ
り
入
定
、
断
食
に
は
い
っ
た
処
、
継
豊
公
病
篤
く
入
定
を
亦
延
期
し
、
不
動
真
言
十
万
遍
、
稲
荷
の
神 

名
十
万
遍
唱
え
て
病
気
の
平
癒
を
祈
願
す
る
。

翌

元

文

元

年(

一
七
三
六)

正
月
二
十
八
日
よ
り
入
定
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
継
豊
公
の
病
状
が
一
進
一
退
で
あ
っ
た
の
で
、
更
に
正
八
幡•

二
宮
大 

明

神•

花

尾

権

現•

新

田

八

幡•

稲
荷
大
明
神
に
祈
願
す
る
た
め
、
心
経
を
誦
す
る
こ
と
三
万
三
千
三
百
三
十
三
巻
、
三
月
六
日
結
願
し
た
。
継
豊
公
の 

容
態
は
二
月
初
め
よ
り
快
方
に
向
っ
た
。

元

文

二

年(

一
七
三
七)

五
月
三
日
、
空
順
は
三
日
月
を
拝
し
て
、
 

食
を
断
ち
入
定
し
た
。

入
定
の
準
備
と
し
て
行
水
を
は
じ
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ 

に
、
 

妙
徳
院
の
取
次
に
て
、
吉
貴
公
よ
り
白
米
の
布
施
が
届
け
ら
れ
た
。

か
か
る
喜
捨
は
南
泉
院
住
僧
に
対
し
て
す
ら
絶
え
て
な
い
こ
と
で
あ
り
、
空
順 

は
入
定
を
延
期
し
た
。
入
定
以
後
の
記
録
が
な
い
の
で
、
「
阿
久
根
村
五
度
の
火
事
…
…
」
に

r

元
文
三
年
午
正
月
」
と
あ
る
。
故

に

r

お
日
」
と
呼
ば
れ
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る
五
月
二
十
八
日
か
ら
見
て
、
 

元
文
三
年
五
月
二
十
八
日
で
あ
ろ
う
。
空 

順
七
十
五
歳
で
あ
る
。
奇
し
く
も
日
秀
上
人
と
空
順
法
印
と
は
享
年
が
符 

合
し
て
い
る
。
名
僧
と
し
て
双
壁
と
も
い
え
る
。

空
順
が
元
文
元
年
八
月
上
旬
の
遺
歌
五
首
が
あ
る
。

有
が
た
や
剃
刀
お
ろ
し
墨
衣
ま
た
幾
度
も
願
う
法
の
道

常
々
に
心
の
梶
を
よ
く
と
れ
ば
み
の
り
の
舟
は
乗
り
易
き
も
の 

曇
り
な
く
心
有
明
さ
は
や
か
に
わ
が
月
な
れ
ば
独
り
眺
む
る 

回
向
に
は
虚
空
法
界
へ
だ
て
な
し
わ
が
一
念
の
阿
字
の
剣
を 

自
ず
か
ら
無
念
無
相
の
定
に
入
る
阿
冲
か
ん
ま
ん
南
無
阿
弥
陀
仏 

r

伊
呂
波
愚
懐
雑
歌
」
も
あ
る
が
省
略
し
た
い
。

こ
の
空
順
法
印
日
録
は 

隼
人
町
内
山
田
籠
山
、
 

新
中
武
彦
が
保
管
し
て
い
た
が
、
 

現

在

新

田

滋(

原)

に
移
管
さ
れ
て
い
る
。
 

曽
於
郡
大
崎
町
野
方
荒
佐
野
、
 

伊
勢
神
社
に
つ
い
て
櫃
山
文
次
の
文
献
か
ら
引
用
す
る
。

「
御
上
人
様
御
説
法
拝
聞
之
事
」
の
中
に
、

「
獅
子
之
隈
正
観 

音
ハ
元
来
大
唐
国
北
京
王
ョ
リ
、
元
琉
球
王
中
山
王
二
授
ケ
、
 

コ
レ
ヨ
リ
御
国
主
様
へ
奉
上
、
 

江
戸
高
輪
屋
敷
へ
建
立
二
而
御
妻
様
御
信
心
ア
ソ
バ
サ
レ
、
 

ソ
レ
ヨ
リ
鹿
府
南
泉
院
へ
来
光
相
成
り
、
又
国
分
の
宮
内
弥
勒
院
へ
御
詰
居
ラ
レ
、
 

ソ
レ
ヨ
リ
当
所
獅
子
隈
山
下
江
御
来
光
遊
バ
サ
レ
候
。
亍
時
享
保
十 

八

年
(

一
七
三
三)

癸
丑
十
二
月
十
八
日
奉
建
立.
.

」
と
あ
る
。

御
国
主
様
は
継
豊
公
を
指
す
も
の
で
、
弥
勒
院
主
は
憲
英
法
印
か
ら
、
空

順

法

印(

一
七
三
〇
年
着
座)

に
か
わ
っ
て
い
る
。
空
順
七
〇
歳
の
年 
(

一
 

七
三
三)

に
荒
佐
野
の
人
々
が
参
詣
に
来
た
こ
と
に
な
る
。
中
山
王
の
奉
納
額
は
、
開
聞
社
、
正
八
幡
に
現
存
し
て
い
る
。

日
秀
上
人
の
巡
錫(

波
ノ
上 

権
現)

の
地
で
も
あ
り
、
当
然
東
叡
山
の
末
寺
、
 

大
雄
山
仏
日
寺
南
泉
院(

天
台
宗)

と
の
関
係
も
出
て
く
る
。
即
ち
弥
勒
院
も
同
じ
東
叡
山
の
末
寺
に 

当
る
か
ら
で
あ
る
。
寺
鐘
が
廃
仏
棄
釈
の
時
、
処
分
さ
れ
た
。
寺
鐘
で
は
清
水
台
明
寺
、
 

弥
勒
院
、
 

日
当
山
浄
土
院
西
光
寺
の
三
大
寺
鐘
が
有
名
で
あ
る
。
 

島
津
義
久
が
相
良
義
陽
を
攻
撃
し
た
際
、
葦
北
安
徳
寺
の
大
鐘
を
持
ち
帰
り
、
天

正

九

年(

一
五
八
一)

四
月
七
日
に
西
光
寺
に
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

そ
の
鐘
鐘
を
廃
仏
棄
釈
の
時
、
道
路
を
転
ば
し
な
が
ら
鹿
児
島
に
持
ち
帰
っ
た
。

昭
和
五
十
八
年
十
二
月
、
 

内
山
田
小
蘭
口
で
九
電
送
電
線
鉄
塔
建
設
工
事
現
場
よ
り
二0

基
程
度
の
五
輪
塔
が
出
土
し
た
。
井
戸
の
中
に
封
入
さ
れ
て

仁 王 像（真孝、熊野神社）
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い
た
。
国
分
寺
と
国
分
尼
寺
の
謎
旧
正
国
寺
戒
壇
址
な
ど
今
後
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
出
土
し
た
五
輪
塔
の
計
測
表
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。
 

こ
れ
と
前
後
し
て
内
山
田
寺
跡
の
正
国
寺
墓
地
の
一
部
現
状
変
更
の
調
査
も
行
わ
れ
、
貴
重
な
石
仏
が
町
歴
史
民
俗
資
料
館
へ
搬
入
さ
れ
た
。

1•火輪計測値及び特徴 （藤浪三千尋調査）

a •下辺の長さ（軒の長さ） 

b.上辺の長さ 

c.上辺と下辺の差 

d.全体の高さ 

e .軒の厚み 

f .ホゾ穴の深さ 

g.ホゾ穴の径

/丸〜

△——部欠損

残-残欠

梵-梵字（あるいは痕跡）

X - X印 

字一刻字

角ーボゾ穴四角

墨-墨書

《やのちがレ、》

A A， C D

角〜X〜ノ

h.上刻一上方に刻みあり（三面あるいは四面）
i .下刻一下方 〃 石質

1

2 

3（単位cm）

B

△
 
△
 

残 

△
 

▲

△ 
△ 

△ 
△ 

△

No. a b c d e f g h i その他の特徴

1 33X37 20.7 9.9 22.1 11.9 7 10.9 B

2 28X28 21.8 5.3 17.5 9.9 2 8.2 X A

3 34.7X30 16.5 10.6 22.1 6.6 7 9.9 B

4 39.6X36.3 18.2 12.5 23.1 13.2 6.5 12.5 梵、 B

5 31.4X30 16.5 9.9 10.6 9.9 5.5 3.2 B

6 31.7X14.5 19.8 梵、字（禅門）

7 30.7X29.7 16.2 9.2 21.1 10.9 6.5 9.9 1（三面） C

8 31.4X29.7 16.5 8.6 24.4 10.6 4 9.9 1（四面） 1.5（四面） X D

9 34.7X36.6 17.2 11.9 28.3 10.9 8 11.6 1（四面） 1.5（四面） D

10 39.6X33 7.9 24 12.5 7 8.6

11 33X29.7 14.9 8.6 23.1 12.5 8 9.6 B

12 28X29.7 14.2 8.3 15.9 8.9 4 8.3 X B

13 32.3X31.4 17.9 9.6 21.1 11.6 6 角 9.9X11.6 X 角 A

14 34.7X34.7 14.9 10.6 19.8 9.6 4 9.9 B

15 38X38 14.9 14.8 19.5 9.9 5 9.9 A'

16 30.4X29.7 15.9 8.3 20.5 11.6 6 角10.9X9.9 X角 A

17 33.3X33.3 15.9 10.9 23.1 9.9 7.5 9.9 X B

18 33X33 5.6 17.1 6.6 7.9 X B

19 28.7X28 14.9 7.6 22.8 9.9 5 9.2

20 32.3X31.4 16.5 8.9 17.1 6.6 5 9.9

21 34.7X34.7 17.8 9.2 24.1 9.2 6.5 11.2 1（三面） 2 （四面） D

22 32.3X30.3 15.5 8.3 16.2 7.3 5 9.6 梵 X B

23 41.3X41.3 16.8 13.5 25.7 8.3 8 9.6 B

24 31.4X31.4 19.8 8.9 21.5 8.9 5 9.9 B

25 34.7X33 16.1 10.9 23.8 9.2 6 9.9 X B

26 34.3X33.7 16.5 12.5 23.1 9.2 7 9.9 1（三面） 2 （四面） D

27 29.7X29.7 16.5 9.9 29.7 12.9 6 角13.5X10.2 X 角 A

28 27.4X33 16.5 7.6 22.8 9.9 4.5 7.6 X B

29 30.4X33 18.2 8.3 26.1 13.2 8 11.2 X A

30 41.3X41.3 18.5 11.6 22.1 9.6 8 12.9 X A'
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